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近
世
津
軽
領
の
「
天
気
不
正
」
風
説
に
関
す
る
試
論

長
谷
川　

成　

一

要
旨

　

近
世
津
軽
領
で
は
、
長
雨
な
ど
天
候
が
不
順
（
そ
れ
を
当
時
の
史
料
で
は
天
気
不
正

と
表
現
し
た
）
の
際
に
、
各
種
の
風
説
が
流
れ
た
。
天
気
不
正
に
関
す
る
風
説
と
は
、

代
表
的
な
も
の
と
し
て
丹た

ん
ご後

日び
よ
り和

が
あ
り
、
十
八
世
紀
前
半
に
は
丹
後
の
人
と
船
を
詮

議
す
る
シ
ス
テ
ム
が
領
内
で
成
立
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
近
世
前
期
か
ら
認
め
ら
れ
る
風

説
と
し
て
は
、
岩
木
山
の
嶽だ

け

硫い
お
う
た
い

黄
平
に
お
け
る
入
湯
者
た
ち
が
原
因
の
天
気
不
正
風
説

が
あ
り
、丹
後
日
和
と
あ
わ
せ
て
岩
木
山
信
仰
と
の
関
わ
り
を
持
つ
風
説
が
多
か
っ
た
。

　

積
雪
寒
冷
地
に
あ
っ
て
、
米
穀
生
産
を
主
た
る
産
業
と
す
る
当
領
に
と
っ
て
、
天
気

不
正
は
領
内
に
飢
饉
な
ど
の
災
厄
を
も
た
ら
す
凶
兆
で
あ
っ
た
。
弘
前
藩
で
は
風
説
に

込
め
ら
れ
た
天
気
不
正
の
原
因
除
去
を
自
ら
の
責
務
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
取
り

除
く
た
め
に
藩
の
権
力
を
行
使
し
た
。

　

十
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
岩
木
山
信
仰
か
ら
離
れ
た
風
説
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な

り
、
巨
木
伐
採
や
開
山
に
よ
る
材
木
切
り
尽
く
し
の
恐
れ
な
ど
を
原
因
と
す
る
天
気
不

正
の
風
説
が
見
ら
れ
た
。
加
え
て
、
天
明
大
飢
饉
を
境
と
し
て
、
鉱
山
の
開
発
と
稼
行

と
の
関
わ
り
に
よ
る
天
気
不
正
の
風
説
が
弘
前
藩
を
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
津
軽

領
と
秋
田
領
の
藩
境
に
位
置
し
、
弘
前
藩
の
鉱
山
が
点
在
す
る
目
屋
野
沢
の
、
さ
ら
に

奥
深
い
白
神
山
地
の
青
鹿
岳
と
小
岳
の
間
に
源
を
発
す
る
大
滝
股
沢
の
鉛
鉱
山
の
開
発

と
稼
行
は
、
領
内
に
深
刻
な
天
気
不
正
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
幕
末
に
至
る
ま
で

領
内
に
敷
衍
し
た
風
説
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
天
気
不
正
に
関
す
る
風
説
は
、岩
木
山
信
仰
に
基
づ
く
も
の
も
合
わ
せ
て
、

人
間
や
動
植
物
・
石
・
鉱
物
も
含
め
た
、
領
内
の
自
然
の
調
和
を
何
ら
か
の
形
で
攪
乱

す
る
恐
れ
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
近
代
に
お
け
る
無
知
蒙
昧
な
虚

妄
と
見
な
す
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
風
説
類
に
関
わ
る
史
実
は
、
現

代
科
学
が
あ
る
意
味
で
は
極
限
ま
で
発
達
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
温
暖
化
に
よ
る
異
常

気
象
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
、
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
我
々
に
貴
重
な
警
鐘
と
な
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

キ
ー
ワ
ー
ド

天
気
不
正　

丹
後
日
和　

山
椒
太
夫
伝
説　

嶽
硫
黄
平　

鉱
山
開
発

は
じ
め
に

一
、
天
気
不
正
の
風
説
と
藩
政

二
、「
丹
後
日
和
」
の
成
立
と
展
開

三
、
丹
後
日
和
以
外
の
天
気
不
正
に
関
す
る
風
説

四
、
鉱
山
の
開
発
・
稼
行
と
天
気
不
正
の
風
説

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
七
月
、
江
戸
幕
府
巡
見
使
の
一
員
と
し
て
津
軽
領
に
入
っ

た
古
川
古
松
軒
は
、
よ
ほ
ど
珍
し
か
っ
た
の
か
、
入
領
し
て
二
日
目
の
七
月
十
五
日

の
箇
所
に
、
岩
木
山
に
関
す
る
叙
述
の
一
環
と
し
て
「
丹た

ん
ご後

日び
よ
り和

」
に
つ
い
て
記
録

し
て
い
る
（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

三
』
所
収
「
東
遊
雑
記
」　

三
一
書
房　

一
九
六
九
年
一
月
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
山
椒
太
夫
伝
説
を
踏
ま
え
て
、
丹
後
の
人
が

津
軽
領
に
入
る
と
天
候
が
荒
れ
て
災
い
が
生
ず
る
の
で
、
一
人
と
し
て
丹
後
の
人
は
領

内
に
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
を
出
発
す
る
に
当
た
っ
て
、
弘
前
藩
か
ら

幕
府
へ
巡
見
使
の
人
員
の
な
か
に
丹
後
出
身
者
が
い
る
か
ど
う
か
の
照
会
が
あ
っ
て
、

も
し
い
た
場
合
は
構
成
員
か
ら
除
外
す
る
よ
う
に
と
の
要
請
が
な
さ
れ
、
該
当
の
人
士

は
一
行
か
ら
は
ず
さ
れ
た
と
い
う
（
同
前
）。
古
松
軒
自
身
は
、
丹
後
日
和
を
妄
説
で

あ
る
と
退
け
て
い
る
が
、
弘
前
藩
か
ら
、
直
接
、
要
請
さ
れ
た
幕
府
は
そ
れ
を
拒
否
で

き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、第
二
章
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、

十
八
世
紀
後
半
に
あ
っ
て
、
丹
後
日
和
に
関
し
て
は
、
津
軽
領
に
関
す
る
特
例
と
し
て

幕
府
も
抗
う
こ
と
が
で
き
ず
、
幕
府
巡
見
使
の
編
成
に
際
し
て
も
、
弘
前
藩
の
意
向
が

反
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
丹
後
日
和
に
見
ら
れ
る
、
丹
後
の
人
や
船
が
入
領
す
る
こ
と
で
天
気
が

不
正
に
な
り
、領
内
に
凶
作
や
飢
饉
な
ど
の
災
厄
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
の
風
説
は
、

十
八
世
紀
後
半
の
津
軽
領
で
は
、
一
般
的
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
本
論
で
は
、
天
気
不

正
の
風
説
が
丹
後
日
和
に
限
定
さ
れ
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
丹
後
日
和
に

代
表
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
風
説
の
実
態
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
解
明
す
る
。
つ
い

で
領
内
で
こ
れ
ら
の
風
説
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
味
を
持
ち
、
弘
前
藩
が
そ
れ
ら
の

風
説
に
い
か
な
る
対
処
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
風
説
の
分
析
か
ら
我
々
が

汲
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
現
代
に
通
じ
る
教
訓
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

　

藩
政
と
風
説
、
一
見
し
て
関
連
が
稀
薄
な
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
の
問
題
は
弘
前
藩

が
後
期
藩
政
に
あ
っ
て
抱
え
た
課
題
、
あ
る
い
は
民
衆
支
配
の
あ
り
方
の
特
質
を
探
る

上
に
お
い
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
論
の
表
題
を
試
論
と
し
た
の
は
、

筆
者
の
民
俗
学
的
な
知
見
が
薄
い
の
で
風
説
・
伝
承
に
つ
い
て
適
切
な
言
及
を
し
え
な

い
こ
と
、
合
わ
せ
て
、
限
ら
れ
た
時
間
で
資
史
料
を
捜
索
し
た
過
程
で
の
論
究
で
あ
り
、

試
論
の
域
を
出
て
い
な
い
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
。
ご
寛
恕
願
い
た
い
。
な
お
、
本
論

で
は
風
説
や
噂
を
素
材
と
す
る
情
報
伝
達
論
を
論
じ
る
予
定
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
領

内
の
天
気
不
正
の
風
説
と
支
配
の
問
題
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
藩
政
史
な
い
し
民

衆
史
の
立
場
か
ら
の
議
論
で
あ
る
こ
と
を
ご
承
知
い
た
だ
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
天
候
が
不
順
な
い
し
荒
天
に
な
る
こ
と
を
、
当
時
の
史
料
に
は
「
天
気

不
正
」
と
表
記
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
本
稿
で
も
史
料
表
記
に
な
ら
っ
て
天
気
不
正
の

語
を
用
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。
加
え
て
、
本
文
中
で
主
に
依
拠

し
た
史
料
は
、「
弘
前
藩
庁
日
記　

御
国
日
記
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
津
軽
家
文

書
）
で
あ
り
、
以
下
、
同
史
料
を
「
国
日
記
」
と
略
記
す
る
。
ま
た
、
本
論
中
の
図
１

～
７
は
、
巻
末
に
一
括
し
て
掲
げ
た
。

一
、
天
気
不
正
の
風
説
と
藩
政

　

天
気
不
正
に
関
す
る
風
説
・
伝
承
は
、
現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
史
料
や
口

承
伝
承
の
な
か
に
数
多
く
埋
も
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
弘
前
藩
の
公
式
記
録
の
な
か

で
、
天
気
不
正
の
風
説
に
関
す
る
記
事
が
登
場
す
る
の
は
、
次
の
史
料
で
あ
ろ
う
。「
国

日
記
」
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
閏
五
月
十
四
日
条
に
、

　
　

一 
、
打
続
雨
ふ
り
、
在
々
肝
煎
共
御
郡
奉
行
衆
へ
申
候
ハ
、
か
様
ニ
候
ハ
ヽ
稲
ニ

虫
付
キ
可
申
候
間
、
雨
祭
被
仰
付
度
由
、
又
嵩
の
硫
黄
の
平
へ
湯
入
之
者
共
な
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と
参
、
鳥
な
と
持
参
候
故
ニ
も
候
哉
と
、
御
勘
定
奉
行
衆
も
申
達
ニ
付
而
、
伊

勢
ニ
て
神
楽
申
付
候
、
又
百
沢
寺
へ
湯
本
に
て
湯
入
之
者
共
も
申
付
様
委
細
書

状
、
浅
利
猪
左
衛
門
・
関
伝
右
衛
門
方
よ
り
越
せ
候
、

と
見
え
、
長
期
に
わ
た
る
降
雨
に
よ
っ
て
稲
に
害
虫
が
つ
く
こ
と
か
ら
、「
雨
祭
」（
降

雨
の
停
止
を
祈
願
す
る
行
事
）
の
開
催
を
村
方
の
肝
煎
た
ち
が
郡
奉
行
へ
要
請
し
た
。

長
雨
の
原
因
は
岩
木
山
の
嶽
（
史
料
に
は
嵩
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
中
で
は
現
在

地
名
の
「
嶽
」
を
用
い
る
）
の
「
硫
黄
の
平
」（
図
１
参
照
。
な
お
掲
げ
た
図
は
、
元

治
元
年
〈
一
八
六
四
〉「
東
奥
津
軽
山
里
海
観
図
」〈
青
森
県
立
郷
土
館
蔵
〉
に
収
載
）

で
の
入
湯
者
が
鳥
を
持
参
し
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
量
し
て
い

る
。
つ
い
で
「
伊
勢
」（
弘
前
城
下
の
神
明
宮
）
に
神
楽
の
執
行
を
下
命
し
、
百ひ

ゃ
く
た
く
じ

沢
寺

に
は
入
湯
者
の
規
制
を
命
じ
た
。

　

長
雨
が
影
響
し
て
、領
内
の
穀
物
に
虫
害
を
及
ぼ
す
危
険
性
を
在
方
か
ら
指
摘
さ
れ
、

弘
前
藩
で
は
「
雨
祭
」
の
実
施
と
、
岩
木
山
硫
黄
平
の
入
湯
者
が
鳥
を
持
ち
込
ん
だ
こ

と
が
天
気
不
正
の
原
因
と
思
考
し
て
、入
湯
者
の
規
制
を
実
施
し
た
。
翌
寛
文
五
年
は
、

五
月
に
入
っ
て
干
天
の
日
々
が
続
い
た
よ
う
で
、
藩
で
は
雨
乞
い
の
祈
祷
を
弘
前
八
幡

宮
や
長
勝
寺
へ
命
じ
た
（「
国
日
記
」
寛
文
五
年
五
月
十
日
・
同
十
三
日
・
十
五
日
・

二
十
日
条
）。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
五
月
二
十
二
日
に
大
雨
が
降
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ

の
後
、
同
年
で
は
祈
祷
の
下
命
は
な
い
。
寛
文
六
年
も
同
様
に
夏
の
日
照
り
が
続
い
た

ら
し
く
、
五
月
に
入
っ
て
伊
勢
神
主
、
百
沢
寺
、
大
行
院
、
藤
崎
堰
神
太
夫
に
命
じ
て

雨
乞
い
の
祈
祷
を
実
施
し
た
（
同
前
寛
文
六
年
五
月
十
日
・
十
二
日
・
十
三
日
・
十
五

日
・
十
七
日
、
六
月
七
日
条
）。

　

天
気
回
復
の
祈
祷
に
つ
い
て
は
、
法
令
が
整
備
さ
れ
、
寛
文
六
年
七
月
、
次
の
よ
う

な
布
達
が
出
さ
れ
た
（
長
谷
川
成
一
校
訂
『
御
用
格　

寛
政
本　

上
巻
』
弘
前
市
教
育

委
員
会　

一
九
九
一
年
三
月　

一
〇
五
三
～
一
〇
五
四
頁
）。
な
お
、こ
の
布
達
は
、「
国

日
記
」
に
は
見
え
な
い
の
で
、
全
文
を
掲
載
し
た
。

　
　

一 

、
公
儀
よ
り
被
仰
出
之
外
、
私
と
し
て
雨
請
風
祭
無
用
之
事
、
附
分
限
に
過
た

る
祈
念
、
或
は
呪
岨
・
調
伏
、
或
下
々
之
者
に
至
迄
狐
を
付
候
類
相
頼
輩
有
之

と
い
ふ
と
も
堅
停
止
之
、自
然
無
拠
子
細
有
之
者
其
旨
公
儀

江

可
訴
之
、
品
に
寄
、

急
度
御
褒
美
可
被
下
之
、
若
他
所
よ
り
於
令
露
顕
ハ
可
為
曲
事
之
旨
被
仰
出
者

也
、

　
　
　
　
　
　

寛
文
六
年
七
月

　

右
に
よ
る
と
、
藩
庁
が
命
じ
た
以
外
に
雨
乞
・
風
祭
を
禁
じ
る
旨
が
寺
社
へ
通
達
さ

れ
、
私
的
に
呪
阻
・
調
伏
・
狐
付
な
ど
を
依
頼
さ
れ
た
場
合
、
藩
へ
訴
え
出
る
よ
う
に

と
定
め
ら
れ
た
。
こ
こ
に
規
定
し
て
あ
る
藩
庁
が
認
め
た
祈
祷
内
容
は
、
天
下
静
謐
は

当
然
と
し
て
、
雨
乞
・
風
祭
な
ど
領
内
の
穀
物
生
産
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
天
候
に

関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
、
一
三
カ
条
か
ら
な
る
、
津
軽
領
内
で
の
寺
社
統

制
に
関
わ
る
体
系
的
な
法
度
条
々
が
出
さ
れ
た
の
は
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
正
月

二
十
一
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
三
条
目
に
「
無
筋
目
祈
念
」
を
依
頼
す
る
輩
が
い
た
時

に
は
奉
行
へ
訴
え
出
る
よ
う
に
と
規
定
さ
れ
た
（「
御
定
法
古
格　

下
」
弘
前
市
立
弘

前
図
書
館
蔵
）。
雨
乞
・
風
祭
を
含
め
た
祈
祷
や
祈
願
の
行
事
は
、
藩
の
公
許
を
得
な

い
も
の
は
一
切
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
雨
乞
い
な
ど
の
私
祈
祷
を
禁
じ
る

布
達
は
何
度
も
出
さ
れ
、
例
え
ば
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
四
月
の
禁
令
は
、
在
々

に
て
雨
乞
い
を
禁
止
す
る
旨
が
郡
奉
行
と
九
カ
所
の
町
奉
行
に
対
し
て
出
さ
れ
た
（
前

掲
『
御
用
格　

寛
政
本　

下
巻
』
一
六
六
頁
）。

　

津
軽
領
で
は
、
天
候
の
安
穏
に
関
わ
る
事
柄
は
、
藩
庁
の
所
管
と
さ
れ
、
藩
が
公
的

に
認
め
た
寺
社
で
天
候
回
復
の
祈
願
を
さ
せ
、領
民
が
み
だ
り
に
私
的
な
祈
祷
を
行
い
、

天
気
回
復
の
そ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
。
天
気
不
正
な
い
し
回
復
の
責
任

は
、
藩
庁
が
そ
の
一
端
を
担
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
天
気
不
正

の
原
因
糾
明
は
、
藩
庁
で
実
施
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
は
弘
前
藩
の
役
務
と
し

て
幕
藩
体
制
が
崩
壊
す
る
ま
で
継
続
し
た
。
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積
雪
寒
冷
地
帯
に
位
置
す
る
津
軽
領
に
あ
っ
て
は
、
天
候
の
安
穏
に
よ
る
順
調
な
食

糧
・
穀
物
生
産
こ
そ
が
藩
政
に
安
定
を
も
た
ら
し
、
領
内
静
謐
を
保
持
す
る
鍵
で
も

あ
っ
た（

１
）

。
飢
饉
の
危
機
に
頻
繁
に
さ
ら
さ
れ
た
弘
前
藩
に
と
り
、
穀
物
の
生
産
に
と
っ

て
良
好
な
気
象
を
維
持
す
る
こ
と
は
（
可
能
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）、
藩
の
存
続
に

と
っ
て
も
至
上
命
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
天
気
不
正
の
風
説
を
無
視
で
き
な
い
仕

組
み
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
、「
丹
後
日
和
」
の
成
立
と
展
開

　

前
章
ま
で
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
記
述
し
て
き
た
丹
後
日
和
に
つ
い
て
、
現
在
認
め

ら
れ
て
い
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
見
解
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。『
日
本
民
俗
学
辞

典
』
下
（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
年
四
月
）「
た
ん
ご
ぶ
ね　

丹
後
船
」
の
項
（
酒

向
伸
行
氏
の
執
筆
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

 

青
森
県
西
・
北
津
軽
郡
の
俗
信
。
丹
後
日
和
に
同
じ
。
山
椒
太
夫
伝
説
を
背
景
と

し
、
岩
木
山
の
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
安
寿
（
あ
る
い
は
厨
子
王
姉
弟
）
が
丹
後

由
良
の
山
椒
太
夫
の
も
と
で
酷
使
さ
れ
た
が
た
め
、
岩
木
山
の
神
は
丹
後
の
国
の

者
を
嫌
う
と
い
い
、
丹
後
船
が
津
軽
の
地
に
入
る
と
天
候
が
崩
れ
風
雨
が
続
き
、

海
上
は
大
荒
れ
に
な
る
と
い
う
。（
下
略
）

　

菅
江
真
澄
や
古
川
古
松
軒
、
橘
南
谿
な
ど
の
著
述
を
基
に
し
た
右
の
見
解
は
、
民
俗

学
的
に
は
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る（

２
）

が
、
歴
史
学
の
立
場
か

ら
右
の
解
説
に
少
々
補
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
れ
を
披

露
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　

真
澄
の
「
外
浜
奇
勝
」
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
深
浦
町
の
箇
所
に
は
、
丹
後
者
詮

議
の
具
体
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
領
内
の
天
気
不
正
が
明
ら
か
に

な
っ
た
時
に
、
丹
後
日
和
と
の
判
断
が
な
さ
れ
、
丹
後
人
、
丹
後
船
の
詮
索
が
領
内
で

実
施
さ
れ
る
。
各
湊
で
は
停
泊
中
の
楫
取
り
や
船
長
た
ち
を
神
社
に
集
め
て
岩
木
山
の

牛ご
お
う玉

宝ほ
う
い
ん印

を
呑
ま
せ
、
請
文
に
爪
印
を
押
さ
せ
た
と
い
う
（
菊
池
勇
夫
『
菅
江
真
澄
』

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
七
年
十
月　

一
九
四
～
一
九
五
頁
）。
丹
後
日
和
と
は
、
た
だ

単
に
丹
後
者
を
嫌
う
と
い
う
山
椒
太
夫
伝
説
に
基
づ
い
た
宗
教
的
な
心
理
状
態
で
は
な

く
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
領
内
く
ま
な
く
丹
後
者
を
詮
議
す
る
、
藩
権
力
の
強
力
な
発
動

を
伴
っ
た
事
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
私
た
ち
は
軽
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
こ

の
点
を
前
掲
辞
典
の
項
目
解
説
に
補
足
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
、
丹
後
人
の
詮
議

ま
で
を
含
め
て
丹
後
日
和
と
規
定
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

さ
て
、
前
章
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
十
七
世
紀
後
半
の
寛
文
四
年
の
段
階
で
は
、
領

内
の
天
気
不
正
に
関
す
る
原
因
が
丹
後
日
和
で
は
な
く
、
岩
木
山
の
硫
黄
平
に
お
け
る

入
湯
者
の
鳥
の
持
ち
込
み
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
時
期
は
少
し
遡
る
が
、「
国
日
記
」

寛
文
四
年
三
月
二
十
六
日
条
に
よ
る
と
、
旅
船
が
領
内
の
湊
に
着
岸
し
た
際
に
は
、「
喜

利
（
切
）
支
丹
改
」
と
乗
り
組
み
人
数
の
確
認
、
間
役
銀
・
面
役
銀
の
徴
収
が
下
命
さ

れ
て
い
る
。
加
え
て
、同
年
六
月
二
十
一
日
、津
軽
領
三み

ん
ま
や

馬
屋
（
青
森
県
東
津
軽
郡
外
ヶ

浜
町
三
厩
）
に
お
い
て
破
船
の
検
分
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
深
浦
小
廻
船
、
鰺
ヶ
沢
小

廻
船
、
越
後
船
、
越
中
船
な
ど
と
と
も
に
、「
丹
後
十
兵
衛
船
壱
艘
」
と
書
き
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
後
年
の
よ
う
に
、
右
の
船
と
船
頭
十
兵
衛
が
、
当
日
は
も
ち
ろ
ん
、
後
日
、

津
軽
領
か
ら
追
放
さ
れ
た
り
帰
還
を
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
記
事
は
見
あ
た
ら
な
い（「
国

日
記
」
寛
文
四
年
六
月
二
十
一
日
条
）。
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
は
天
気
不
正
に
よ
っ

て
、
例
年
に
な
い
凶
作
・
不
作
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
国
日
記
」
の
各
条
を
見

る
限
り
で
は
、
丹
後
日
和
の
記
事
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
丹
後
日
和
が
史
料
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
何
時
の
頃
の
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。

　

正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
『
倭
漢
三
才
図
会
』（
日
本
随
筆
大
成
刊
行
会　
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一
九
二
九
年
七
月　

七
六
六
頁
）
岩
城
山
権
現
の
項
は
、
安
寿
と
厨
子
王
を
祀
る
社
で

あ
る
こ
と
に
加
え
て
丹
後
人
の
登
山
を
禁
じ
、
無
視
し
て
登
山
し
た
時
に
は
神
の
祟
り

を
受
け
る
、
と
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
こ
れ
が
丹
後
日
和
を
世
間
に
知

ら
し
め
る
契
機
と
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
一
方
、
津
軽
領
で
は
、
弘
前
藩
最
初
の
官

撰
史
書
で
あ
る
「
津
軽
一
統
志
」（
享
保
十
六
年
〈
一
七
三
一
〉
に
完
成
し
、
五
代
藩

主
津
軽
信
寿
へ
献
上
）
の
首
巻
、「
岩
木
山
」
の
項
に
丹
後
日
和
の
記
事
が
掲
載
さ
れ

て
い
る（

３
）

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
藩
に
よ
っ
て
湊
や
船
舶
に
丹
後
人
が
い
る
か
ど
う
か
の
詮

議
が
実
施
さ
れ
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
の
で
、
丹
後
日
和
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
十
八
世
紀

前
半
に
は
、
領
内
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
て
、
弘
前
藩
で
も
公
的
に
認
定
さ
れ
た
風

説
な
い
し
伝
承
と
し
て
機
能
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

丹
後
日
和
伝
承
の
成
立
は
、
十
八
世
紀
前
半
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
前
述
の
領
内

に
お
け
る
丹
後
船
や
丹
後
人
の
改
め
な
ど
、
藩
政
の
上
で
実
際
に
機
能
し
て
い
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
問
題
が
別
で
あ
ろ
う
。「
津
軽
編
覧
日
記
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵

八
木
橋
文
庫
）
享
保
二
年
六
月
九
日
条
に
、
江
戸
幕
府
巡
見
使
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
見
え
る
。

　
　

一 

、
六
月
九
日
御
順
（
巡
、
以
下
同
）
見
使
碇
ヶ
関

江

御
着
被
成
、
同
十
日
弘
前
、

　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　

一 

、
三
番　

高
七
百
石　

高
城
孫
四
郎　

家
老　

高
橋
友
右
衛
門　

用
人　

嘉
渡

平
太
夫　

小
姓
・
右
筆
・
足
軽
と
も
に
上
下
弐
拾
八
人
な
り
、

　
　
　
　

 

此
節
御
順
見
使
御
三
人
之
内
高
城
孫
四
郎
様
丹
後
国
御
生
れ
之
由
、
津
軽
鎮

守
岩
木
山
は
丹
後
之
国
生
れ
之
者
御
忌
嫌
之
由
ニ
付
、
御
同
人
御
国
境
ニ
而

垢
離
精
進
を
被
成
、
御
国
入
罷
成
候
由
、
御
国
廻
り
之
内
天
気
快
晴
ニ
候
得

共
、
岩
木
山
は
始
終
曇
り
、
御
山
形
不
顕
、
御
許
し
不
被
成
、
松
前
よ
り
青

森
へ
御
帰
帆
之
節
孫
四
郎
様
御
船
少
々
流
れ
、
外
御
船
よ
り
遅
く
御
帰
船
、

御
廻
中
至
而
御
恐
れ
御
慎
之
由
伝
承
候
、

　

右
の
記
事
に
よ
る
と
、
巡
見
使
の
一
人
高
城
孫
四
郎
（
清
胤
）
は
丹
後
の
生
ま
れ
な

の
で
、
岩
木
山
が
丹
後
出
身
者
を
忌
避
し
た
こ
と
か
ら
、
津
軽
領
内
に
入
領
す
る
に
際

し
て
藩
境
で
精
進
潔
斎
、
垢
離
取
り
ま
で
し
た
と
い
う
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
在
国

中
の
天
気
は
快
晴
で
あ
っ
た
が
岩
木
山
に
は
雲
が
か
か
っ
て
山
容
を
み
せ
な
か
っ
た
と

い
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
、前
述
の
古
川
古
松
軒
が
紹
介
し
た
例
と
似
か
よ
っ
て
い
る
が
、

果
た
し
て
本
当
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
第
一
に
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
一
六
（
続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
六
五

年
十
月　

六
八
・
六
九
頁
）
に
よ
る
と
、
高
城
家
の
本
貫
は
紀
伊
国
、
後
に
下
総
国

小
金
へ
移
転
し
て
同
城
主
と
な
り
、
北
条
氏
綱
の
家
臣
と
な
っ
た
。
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
落
城
後
、一
時
、蒲
生
氏
郷
に
仕
え
、慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）、

徳
川
家
に
出
仕
し
旗
本
と
な
っ
た
。
清
胤
は
六
代
目
の
当
主
と
し
て
、
元
禄
七
年

（
一
六
九
四
）
に
家
督
を
相
続
、
書
院
番
に
進
み
、
享
保
二
年
に
陸
奥
・
出
羽
・
松
前

の
巡
見
使
を
勤
め
た
。
右
の
記
録
に
は
、
高
城
家
の
出
自
を
見
て
も
、
ま
た
高
城
清
胤

自
身
が
丹
後
国
と
関
わ
り
を
持
っ
た
と
い
う
内
容
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
い
で
、

弘
前
藩
の
「
国
日
記
」「
江
戸
日
記
」
の
双
方
に
、「
津
軽
編
覧
日
記
」
の
記
事
内
容
は
、

全
く
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
次
章
で
触
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
巡
見
使
の
到
着
し
た

「
国
日
記
」
享
保
二
年
六
月
十
一
日
条
に
確
か
に
天
気
不
正
の
風
説
記
事
が
あ
り
、
同

六
月
十
四
日
条
に
は
、
弘
前
藩
が
弘
前
八
幡
宮
の
小
野
若
狭
へ
領
内
四
社
（
広
瀬
・
竜

田
・
加
茂
・
貴
船
の
各
宮
）
を
回
っ
て
「
天
気
揚
之
御
祈
祷
」
を
下
命
し
た
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
巡
見
使
の
入
領
の
時
期
に
領
内
の
天
候
が
不
順

に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
国
日
記
」
の
風
説
は
丹
後
日
和
で
は
な
く
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
別

の
内
容
で
あ
っ
た
。
巡
見
使
の
高
城
家
の
本
貫
地
や
高
城
清
胤
の
生
地
は
、
丹
後
国
と

は
全
く
無
縁
で
あ
っ
た
こ
と
、ほ
ぼ
同
時
期
に
記
録
し
た
「
国
日
記
」
や
「
江
戸
日
記
」

に
「
津
軽
編
覧
日
記
」
で
記
し
た
記
事
に
関
わ
る
事
柄
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
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ら
、
同
書
の
記
事
は
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
。
た
だ
し
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）、

木
立
守
貞
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
官
撰
史
書
で
あ
る
「
津
軽
編
覧
日
記
」
に
は
、
該
当

の
時
期
の
記
録
に
は
な
い
歴
史
的
な
事
柄
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
ち
が
い

に
否
定
で
き
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、

古
川
古
松
軒
が
「
東
遊
雑
記
」
で
紹
介
し
た
前
述
の
記
事
に
関
わ
る
錯
誤
で
は
な
い
か

と
推
定
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

そ
れ
で
は
、
丹
後
日
和
が
「
国
日
記
」
に
見
え
る
の
は
、
い
つ
の
時
期
で
あ
ろ
う
か
。

元
禄
八
（
一
六
九
五
）・
九
年
、
北
奥
羽
地
方
を
襲
っ
た
大
飢
饉
は
、
津
軽
領
で
も
未

曾
有
の
被
害
が
生
じ
た
災
害
と
し
て
長
く
記
憶
さ
れ
、
十
七
世
紀
末
の
弘
前
藩
政
に
深

刻
な
打
撃
を
与
え
た
。
元
禄
八
年
の
気
象
状
況
な
ど
を
各
史
料
で
捜
索
す
る
と
、
長
雨

と
虫
付
き
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
天
気
不
正
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
藩
庁
で
は
領
内
五

山
（
五
山
と
は
最
勝
院
・
百
沢
寺
・
国こ

く
じ
ょ
う
じ

上
寺
・
橋き

ょ
う
う
ん
じ

雲
寺
・
久く

ど

じ
渡
寺
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

真
言
宗
寺
院
）
に
護
摩
祈
祷
を
命
じ
て
、
天
候
の
回
復
を
祈
願
し
て
い
る
が
、
丹
後

者
・
丹
後
船
の
詮
索
を
下
命
し
た
形
跡
は
な
い
（「
国
日
記
」
元
禄
八
年
五
月
十
七
日

条
）。
当
時
、
領
内
に
凶
兆
を
警
告
す
る
古こ

が
け
ふ
ど
う
そ
ん

懸
不
動
尊
の
出し

ゅ
っ
か
ん汗

は
あ
っ
た
も
の
の
、
丹

後
者
詮
議
の
発
令
は
な
か
っ
た
（
同
前
同
日
条
）。
次
章
で
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、

天
気
不
正
の
原
因
は
、
岩
木
山
硫
黄
山
入
湯
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
（
同
前　

同
年
五

月
二
十
二
日
条
）。
こ
の
よ
う
に
、
元
禄
大
飢
饉
で
は
、
藩
が
丹
後
日
和
に
触
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
初
見
は
い
つ
の
頃
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、

「
津
軽
一
統
志
」
に
丹
後
日
和
が
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
も
の
の
、「
津
軽

編
覧
日
記
」
の
巡
見
使
関
係
に
見
え
る
丹
後
日
和
の
記
事
も
信
頼
を
お
く
に
は
問
題
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
国
日
記
」
を
捜
索
し
た
結
果
、
次
に
掲
げ
る
「
国
日
記
」
元
文
五

年
（
一
七
四
〇
）
八
月
十
一
日
条
が
、「
丹
後
者
」
の
初
見
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

　
　

一 

、
宮
崎
忠
兵
衛
申
立
候
者
、
尾
太
銅
山
め
く
り
相
勤
候
久
太
郎
と
申
者
之
所

江

秋

田
よ
り
医
者
壱
人
虚
無
僧
参
居
候
由
、
右
之
内
丹
後
者
有
之
由
、
風
聞
有
之
候
、

急
度
詮
儀
ニ
者
及
不
申
候
得
共
、
様
子
相
尋
候
様
被
仰
付
奉
畏
候
、
於
山
元
ニ

久
太
郎
方
相
尋
候
処
、
左
様
之
者
参
居
不
申
候
、
勿
論
山
中
金
名
子
稼
之
者
相

尋
申
候
処
、
是
又
左
様
成
者
無
御
座
候
、
尤
此
末
丹
後
者
参
候
ハ
ヽ
早
速
相
返

候
様
ニ
申
付
候
、
此
段
奉
申
上
候
旨
詮
儀
申
付
候
処
、
尾
太
銅
山
回
相
勤
候
久

太
郎
と
申
者
之
所

江

秋
田
よ
り
医
者
壱
人
并
虚
無
僧
参
居
候
由
、
右
之
内
丹
後

者
有
之
由
風
聞
御
座
候
由
御
尋
御
座
候
、
則
宮
崎
忠
兵
衛

江

委
細
申
付
相
尋
候

処
別
紙
之
通
申
出
候
間
差
上
申
候
旨
、
勘
定
奉
行
付
紙
ニ
而
申
出
候
ニ
付
伊
織

江

達
之
、
書
付
者
勘
定
奉
行
永
沢
孫
兵
衛
・
山
野
十
右
衛
門

江

遣
之
、（

傍
線
筆
者
）

　

冒
頭
の
宮
崎
忠
兵
衛
と
は
、
弘
前
藩
の
御
用
達
商
人
で
当
時
尾お

っ
ぷ太

銅
山
の
支
配
人
を

務
め
、
同
銅
山
の
経
営
と
統
制
を
一
任
さ
れ
て
い
た
（
以
下
の
尾
太
銅
山
に
関
す
る
記

述
は
、
拙
稿
「
足
羽
次
郎
三
郎
考―

そ
の
実
像
と
虚
像―

」
長
谷
川
成
一
監
修
、
浪
川

健
治
・
河
西
英
通
編
『
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
社
会
変
容―

創
造
さ
れ
る
歴
史
像―

』

〈
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
十
月
〉
に
よ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
）。
領
内
だ
け
で

な
く
秋
田
領
か
ら
も
尾
太
銅
山
へ
多
く
の
鉱
夫
や
炭
焼
き
、
物
資
運
搬
な
ど
の
雑
役
に

従
事
す
る
人
々
が
入
山
し
て
い
た
。
彼
ら
の
な
か
に
丹
後
者
が
入
り
交
じ
っ
て
い
な
い

か
ど
う
か
の
詮
議
を
せ
よ
、
と
い
う
指
令
が
藩
庁
か
ら
出
さ
れ
た
。
山
中
の
人
員
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
丹
後
者
は
い
な
い
こ
と
を
宮
崎
は
確
認
し
て
、
そ
の
旨
を
報
告
し
た
。

　

鉱
山
は
、
領
内
の
湊
と
同
様
、
不
特
定
多
数
の
人
間
が
入
り
込
み
、
類
似
の
性
格
を

持
つ
地
域
で
あ
っ
た
か
ら
、
丹
後
者
の
詮
索
も
同
様
に
厳
重
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な

い
。
そ
も
そ
も
、元
文
五
年
は
、津
軽
領
内
が
大
雨
と
洪
水
に
よ
っ
て
凶
作
の
年
で
あ
っ

た
。
同
年
七
月
、藩
庁
は
領
内
五
山
に
五
穀
成
就
の
祈
祷
を
下
命
し
て
お
り（「
国
日
記
」

元
文
五
年
七
月
十
二
日
条
）、
既
に
穀
物
生
産
に
深
刻
な
影
響
が
出
て
い
た
。
そ
の
よ

う
な
状
況
下
で
、
丹
後
者
の
詮
索
が
発
動
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
天
候
を
観

察
し
た
上
で
、
凶
作
・
飢
饉
な
ど
の
凶
兆
が
予
見
さ
れ
た
場
合
、
丹
後
者
の
詮
索
は
実
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施
さ
れ
た
こ
と
が
、「
国
日
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
各
史
料
に
頻
繁
に
見
え
る
よ
う
に

な
る
。
領
内
で
の
丹
後
日
和
風
説
の
展
開
で
あ
り
、
入
領
者
だ
け
で
な
く
領
民
ま
で
も

徹
底
的
に
吟
味
す
る
、
津
軽
領
に
固
有
の
丹
後
者
詮
索
が
実
施
さ
れ
た
。

　

十
八
世
紀
前
半
の
時
期
に
、
丹
後
日
和
の
成
立
と
展
開
が
あ
っ
た
理
由
と
し
て
、
主

に
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
鉱
山
社
会
に
お
い
て
丹
後
者
詮
議
が
実
施
さ

れ
た
の
は
、
当
時
、
尾
太
鉱
山
の
銅
鉛
の
鉱
産
が
極
大
に
到
達
し
、
さ
ら
に
江
戸
幕
府

か
ら
は
一
層
の
増
産
を
促
さ
れ
て
、
尾
太
に
は
鉱
夫
や
岡
廻
り
の
作
業
に
従
事
す
る
多

く
の
人
々
が
、
白
神
山
地
を
縦
走
し
て
入
り
込
ん
で
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
詳

細
は
、
拙
稿
「
十
八
世
紀
前
半
の
白
神
山
地
で
働
い
た
人
々―

最
盛
期
尾
太
鉱
山
を
事

例
と
し
て―

」（『
白
神
研
究
』
第
五
号　

二
〇
〇
八
年
六
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

第
二
に
は
、
十
八
世
紀
に
入
っ
て
、
享
保
期
を
過
ぎ
た
あ
た
り
か
ら
弘
前
藩
の
移
出

入
体
制
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
九
浦
制
度
が
抜
荷
の
横
行
に
よ
っ
て
崩
壊
の
兆
し
を
見

せ
て
き
て
お
り
、
領
内
各
湊
に
お
け
る
統
制
が
弛
緩
し
入
湊
の
船
舶
・
人
の
取
締
り
に

支
障
を
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
（『
青
森
県
史　

資
料
編　

近
世
二　

津
軽
一　

前
期

津
軽
領
』
青
森
県　

二
〇
〇
二
年
三
月　

第
四
章
解
説
）。

　

右
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
か
ら
、
丹
後
者
の
詮
議
は
全
領
内
的
な
規
模
を
以
て
実
施

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（

４
）

。

三
、
丹
後
日
和
以
外
の
天
気
不
正
に
関
す
る
風
説

　

丹
後
日
和
の
風
説
は
、
前
章
で
の
検
討
に
よ
っ
て
十
八
世
紀
前
半
か
ら
丹
後
人
の
詮

議
と
い
う
内
実
を
備
え
た
も
の
と
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
丹

後
日
和
以
外
の
天
気
不
正
に
関
す
る
風
説
に
つ
い
て
、
現
在
ま
で
に
判
明
し
て
い
る
事

例
を
次
に
掲
げ
て
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

す
で
に
「
一
、
天
気
不
正
の
風
説
と
藩
政
」
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
入
湯
者
が
岩
木

山
硫
黄
平
に
鳥
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
が
天
気
不
正
の
理
由
と
さ
れ
て
い
た
。そ
の
他
に
、

元
禄
の
大
飢
饉
に
際
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

　

〇
「
国
日
記
」
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
五
月
二
十
二
日
条

　
　

一 

、嵩
之
湯

江

弘
前
又
ハ
在
々
よ
り
参
候
入
湯
之
者
共
大
勢
入
込
、
硫
黄
山

江

参
候

由
沙
汰
承
候
、
頃
日
度
々
雨
降
在
々
稲
ニ
虫
付
候
由
沙
汰
承
候
、

　
　
　

 

右
之
通
御
家
老
中

江

申
達
候
処
、（
中
略
）
岩
木
湯
硫
黄
山

江

一
切
人
通
間
敷
旨

百
沢
寺

江

可
申
付
旨
寺
社
奉
行

江

申
渡
之
、

　

〇
「
国
日
記
」
元
禄
八
年
六
月
十
四
日
条

　
　

一 

、
打
続
天
気
悪
故
作
物
生
立
悪
敷
就
有
之
、
岩
木
嵩
之
湯
ニ
大
勢
湯
治
者
有
之

間
、
不
残
湯
本
引
払
、
尤
湯
守
ニ
も
右
之
段
急
度
可
申
付
趣
御
家
老
中

江

申
達

候
処
、
御
徒
目
付
・
足
軽
目
付
申
付
遣
候
様
ニ
と
被
申
、
則
右
之
趣
大
目
付
中

江

申
渡
之
、

　

右
は
元
禄
八
年
夏
五
月
・
六
月
の
「
国
日
記
」
中
に
見
え
る
記
事
で
あ
る
。
岩
木
山

硫
黄
平
の
「
嵩
之
湯
」（
図
２
参
照
。
前
掲
「
東
奥
津
軽
山
里
海
観
図
」
収
載
）
に
大

勢
の
湯
治
者
が
入
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
雨
と
虫
付
が
著
し
く
な
り
、
作
物
の

生
育
に
甚
大
な
影
響
が
生
じ
る
恐
れ
が
出
て
き
た
。
藩
で
は
、嵩
の
湯
へ
の
入
湯
禁
止
・

湯
治
者
の
引
き
上
げ
、さ
ら
に
は
同
所
へ
の
立
ち
入
り
を
禁
止
す
る
と
の
布
達
を
出
し
、

百
沢
寺
に
取
締
り
を
命
じ
た
。

　

当
時
の
「
嵩
之
湯
」
は
、
現
在
の
嶽
温
泉
の
位
置
と
は
相
違
し
て
、
頂
上
に
近
い
、

硫
黄
平
の
直
下
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）、
こ
れ
ま
で
の

温
泉
場
か
ら
五
〇
〇
間
（
約
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
下
の
麓
に
引
っ
越
し
、
樋
を
設
置
し

て
湯
元
（
図
３
参
照
。
同
図
は
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。
図
中
に
は
「
元
湯
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
）
か
ら
湯
小
屋
に
引
き
湯
を
し
た
と
い
う
（『
津
軽
歴

代
記
類　

下
』
国
書
刊
行
会　

一
九
八
二
年
十
一
月
復
刻　

一
五
頁
）。
前
記
の
「
国
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日
記
」
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
閏
五
月
十
四
日
条
に
見
え
る
、
長
雨
の
原
因
を
岩
木

山
嶽
の
硫
黄
平
（
図
１
）
で
の
入
湯
者
に
求
め
た
、
天
気
不
正
風
説
の
初
見
記
事
の
現

場
も
、
山
頂
付
近
の
硫
黄
平
直
下
の
温
泉
場
（
図
２
）
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
入
湯
者
が

山
頂
付
近
に
位
置
す
る
硫
黄
平
の
静
穏
を
か
き
乱
し
た
場
合
は
、
信
仰
面
で
の
問
題
も

含
め
て
、
天
気
不
正
の
風
説
を
生
じ
さ
せ
や
す
い
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

岩
木
嶽
温
泉
入
湯
者
の
統
制
と
岩
木
山
信
仰
に
関
し
て
は
、
黒
瀧
十
二
郞
「
津
軽
領

嶽
温
泉
と
岩
木
山
信
仰
」（『
弘
前
大
学
國
史
研
究
』
九
八
号　

一
九
九
五
年
三
月
、
後

に
同
『
弘
前
藩
政
の
諸
問
題
』
北
方
新
社　

一
九
九
七
年
十
月
に
収
録
）
に
詳
し
い
の

で
具
体
的
な
内
容
は
、
そ
ち
ら
に
譲
る
。
黒
瀧
論
文
に
よ
る
と
、「
お
山
参
詣
と
（
嶽

へ
の
）
入
湯
は
天
候
不
順
の
時
は
禁
止
さ
れ
、
岩
木
山
中
で
の
諸
行
動
は
、
天
候
不
順

を
招
い
て
凶
作
と
な
り
、
人
々
の
生
活
不
安
が
増
大
す
る
」
と
述
べ
て
お
り
、「
嶽
温

泉
へ
の
入
湯
は
、
岩
木
山
信
仰
と
深
く
結
び
つ
い
た
」
と
い
う
。
た
だ
し
、
な
ぜ
入
湯

す
る
と
天
候
が
不
順
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
言
及
が
見
え
な
い
。
む
し
ろ
、
嶽
の
温

泉
場
に
お
い
て
、
通
常
と
は
異
な
る
行
為
や
硫
黄
平
の
静
穏
を
乱
す
事
象
が
生
じ
た
と

き
に
、
天
気
不
正
の
風
説
が
領
内
に
流
れ
た
と
考
え
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

岩
木
山
に
関
わ
る
天
気
不
正
の
風
説
に
関
し
て
、
黒
瀧
論
文
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
事

例
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
次
の
記
事
で
あ
る
。「
国
日
記
」
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）

三
月
十
四
日
条
の
「
頃
日
、
季
候
不
順
ニ
有
之
、
岩
木
山

江

猟
師
忍
入
熊
狩
取
候

、

又
者
不
浄
之
者
入
込
候
儀
も
有
之
間
敷
哉
僉
議
致
候
様
」
と
、
近
頃
の
天
気
不
正
は
岩

木
山
へ
猟
師
が
忍
び
入
っ
て
熊
狩
り
を
し
て
い
る
こ
と
や
不
浄
者
の
入
り
込
み
に
原
因

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
百
沢
寺
へ
詮
議
を
下
命
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
岩
木
山
が

百
沢
寺
の
結
界
で
殺
生
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

し
か
し
、
天
気
不
正
の
風
説
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
来
殺
生
を
し
て
は

い
け
な
い
地
域
で
熊
狩
り
を
す
る
行
為
が
、
岩
木
山
に
す
む
動
物
世
界
に
異
変
を
生
じ

さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
か
ら
で
、
動
物
の
生
息
環
境
を
攪
乱
す
る
警
告
と

し
て
捉
え
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
殺
生
を
禁
じ
て
い
な
い
場
所
で
の

熊
狩
り
に
つ
い
て
は
、
弘
前
藩
で
制
限
し
た
ケ
ー
ス
は
認
め
ら
れ
ず
、
単
な
る
信
仰
の

問
題
で
は
な
く
、
違
っ
た
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
、
天
気
不
正
の
風
説
が
立
ち
の
ぼ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

　

岩
木
山
な
い
し
同
信
仰
と
の
関
わ
り
を
持
つ
右
の
事
例
の
ほ
か
に
、
天
気
不
正
に
関

す
る
風
説
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

元
禄
七
年
五
月
二
十
七
日
（
西
暦
一
六
九
四
年
六
月
十
九
日
）、
秋
田
県
北
部
を
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
〇
の
地
震
が
襲
い
、
能
代
を
中
心
に
甚
大
な
被
害
が
出
た
。
津
軽

地
方
で
は
、
弘
前
城
の
石
垣
が
破
壊
さ
れ
、
能
代
か
ら
大お

お
ま
ご
し

間
越
に
か
け
て
の
沿
岸
地
帯

で
山
崩
れ
が
生
じ
た
（
宇
佐
美
龍
夫
『
新
編
日
本
被
害
地
震
総
覧
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
六
年
八
月
）。
官
撰
史
書
「
封ほ

う
な
い
じ
じ
つ
ひ
え
ん

内
事
実
秘
苑
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
）
は
、

破
壊
さ
れ
た
弘
前
城
の
石
垣
修
復
に
関
し
て
、
興
味
深
い
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
元
禄
八
年
、
城
普
請
の
た
め
如
来
瀬
村
（
弘
前
市
如
来
瀬
）
か
ら
石
材

を
切
り
だ
し
た
と
こ
ろ
、
領
内
は
大
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
五
月
中
は
一
日
お
き
に
雨
が

降
り
、
洪
水
が
発
生
し
て
郡
内
が
水
没
、
植
え
た
ば
か
り
の
苗
が
四
〇
〇
〇
町
歩
（
約

四
〇
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
わ
た
っ
て
冠
水
し
た
。
そ
の
た
め
、
再
度
植
え
付
け
た
も

の
の
苗
が
不
足
と
な
り
、
新
た
な
植
え
付
け
が
で
き
な
か
っ
た
面
積
は
四
〇
〇
町
歩
に

の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
な
か
で
、
六
月
、
土
用
に
入
っ
て
強
烈
な
東

風
（
ヤ
マ
セ
）
の
襲
来
を
う
け
て
、
周
知
の
よ
う
に
元
禄
八
・
九
年
の
大
凶
作
、
大
飢

饉
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
如
来
瀬
村
か
ら
の
採
石
が
、
元
禄
大
飢
饉
の
引
き
金
を
引
い

た
と
も
受
け
取
れ
る
記
述
で
あ
る
。

　

時
期
は
く
だ
る
が
、後
の
章
で
触
れ
る
「
金
木
屋
日
記
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
）

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
二
月
十
八
日
条
に
は
、彼
岸
中
に
悪
天
候
が
続
い
た
原
因
は
、
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兼
平
山
か
ら
石
を
採
掘
し
て
い
る
か
ら
だ
と
の
風
聞
が
あ
り
、
こ
の
風
聞
は
昔
か
ら
の

言
い
伝
え
だ
と
記
し
て
い
る
。
大
規
模
な
採
石
が
天
気
不
正
を
招
来
す
る
と
の
風
聞
で

あ
り
、
後
述
の
鉱
山
開
発
の
問
題
と
も
通
底
す
る
内
容
で
あ
ろ
う
。

　

前
章
で
検
討
し
た
、
享
保
二
年
の
江
戸
幕
府
巡
見
使
に
関
わ
る
丹
後
日
和
に
つ
い
て

は
、「
津
軽
編
覧
日
記
」に
見
え
る
記
事
は
信
用
し
が
た
い
こ
と
を
論
証
し
た
。
た
だ
し
、

丹
後
者
を
疑
わ
れ
た
巡
見
使
の
高
城
が
弘
前
を
出
立
し
た
当
日
の
「
国
日
記
」
享
保
二

年
六
月
十
一
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

一
、
町
奉
行

江

申
遣
候
者
、

　
　
　

 

頃
日
、
打
続
天
気
悪
敷
候
、
前
々
よ
り
風
説
申
候
者
、
御
領
分
ニ
而
紫
根
穿
候

得
者
、
天
気
荒
申
候
由
申
候
、
依
之
若
在
々
ニ
而
紫
根
ほ
り
申
候
者
も
有
之
候

哉
と
詮
議
申
付
候
、
其
元
ニ
而
も
万
一
百
姓
共
紫
根
穿
申
候
者
有
之
候
哉
、
御

詮
儀
候
而
御
申
付
被
成
候
様
御
用
人
中
よ
り
可
申
遣
由
ニ
付
如
斯
ニ
御
座
候
、

　
　

右
之
段
申
遣
候
様
ニ
と
町
奉
行

江

申
付
之
、

　

右
の
記
事
に
よ
る
と
、
領
内
の
天
気
が
悪
い
の
は
、
風
説
に
よ
れ
ば
紫し

こ
ん根

掘
り
が
な

さ
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
り
、
藩
は
百
姓
た
ち
へ
紫
根
掘
り
を
停
止
す
る
よ
う
に
厳

命
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
天
気
不
正
の
原
因
は
、
巡
見
使
の
高
城
の
出
身
地
で
は
な

く
、
領
内
の
紫
根
掘
り
だ
っ
た
よ
う
だ
。
紫
根
と
は
、
ム
ラ
サ
キ
科
ム
ラ
サ
キ
の
根
の

こ
と
を
言
い
、
紫
根
染
め
の
染
料
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
国
内
の
商
品
市
場
で
も
大
い
に

取
引
さ
れ
た
品
で
あ
っ
た
。
北
奥
盛
岡
藩
の
紫
根
は
南
部
紫
と
し
て
広
く
知
ら
れ
、
渡

辺
信
夫
『
幕
藩
制
確
立
期
の
商
品
流
通
』（
柏
書
房　

一
九
六
六
年
七
月　

三
四
四
～

三
四
五
頁
）
に
よ
る
と
、同
藩
で
は
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
紫
根
買
上
制
が
確
立
し
、

領
内
の
集
荷
体
制
が
整
っ
た
と
い
う
。

　

弘
前
藩
で
は
、正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）「
所
々
湊
并
御
関
所
出
入
物
御
役
改
帳
」（
前

掲
『
青
森
県
史　

資
料
編　

近
世
二　

津
軽
領
一
』
七
一
八
号
）
に
よ
る
と
、
出
物
御

役
と
し
て
紫
根
一
箇
（
一
六
貫
目
入
り
）
に
銀
五
〇
匁
の
役
銀
を
賦
課
し
た
。
津
軽
領

の
数
少
な
い
特
産
品
の
一
つ
と
し
て
移
出
さ
れ
た
紫
根
は
、
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
も
貴

重
な
収
入
を
も
た
ら
す
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
領
内
で
の
乱
掘
が
目
に
余

る
も
の
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
藩
の
措
置
は
採
掘
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
企
図
に

基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
土
中
の
も
の
を
、
む
や
み
に
採
掘
を

す
る
こ
と
を
戒
め
る
風
説
と
し
て
、
把
握
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
津
軽
編
覧
日
記
」
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
二
月
条
と
同
年
四
月
初
旬
条
は
、
興

味
深
い
記
事
を
掲
載
し
て
い
る（

５
）

。
同
年
の
天
気
が
不
順
な
の
は
、百
沢
（
弘
前
市
百
沢
）

の
黒
森
山
（
図
３
を
参
照
。
図
の
左
側
に
「
黒
森
」
と
見
え
る
）
の
木
を
在
方
の
者
の

手
当
に
す
る
た
め
伐
採
を
許
可
し
た
こ
と
、
古
懸
（
平
川
市
碇
ヶ
関
古
懸
）
山
か
ら
帆

柱
に
ふ
さ
わ
し
い
杉
の
巨
木
（
二
本
の
う
ち
一
本
は
、
直
径
約
一
・
六
メ
ー
ト
ル
、
長

さ
約
七
七
メ
ー
ト
ル
、
も
う
一
本
は
、
直
径
約
一
・
三
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
約
六
八
メ
ー

ト
ル
）
を
伐
採
し
た
こ
と
、
こ
の
二
点
に
よ
っ
て
、
領
内
の
天
気
が
不
正
に
な
っ
た
と

の
風
説
で
あ
る
。
前
者
の
百
沢
黒
森
山
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
天
明
大
飢
饉
に
際
し

て
、
御
救
山
つ
ま
り
窮
民
へ
山
を
解
放
し
た
こ
と
に
よ
っ
て（

６
）

、
多
く
の
人
々
が
入
山
し

て
従
来
の
秩
序
が
乱
れ
た
こ
と
に
天
気
不
正
の
原
因
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
古
懸
山
の
ケ
ー
ス
は
、
同
山
で
巨
木
を
伐
採
し
て
大
鰐
川
へ
流
そ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
木
神
が
惜
し
ん
で
流
さ
せ
ず
、
強
い
て
流
そ
う
と
す
る
と
天
候
が
荒
れ
た
と
い
う
。

　

こ
こ
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
一
に
は
、
天
明
大
飢
饉
に
際
し
て
、
御
救
山
が
領
内
全
域
で
布
達
さ
れ
、
天
明
四

～
六
年
に
か
け
て
開
山
が
実
施
さ
れ
た
。
詳
細
は
、
注
（
6
）
の
拙
稿
「
山
と
飢
饉―

近
世
後
期
津
軽
領
の
山
林
統
制
と
天
明
飢
饉―

」
を
参
照
い
た
だ
く
と
し
て
、
前
述
の

よ
う
に
百
沢
寺
・
下
居
宮
の
管
轄
で
あ
っ
て
通
常
殺
生
を
禁
じ
森
林
の
伐
採
を
禁
止
し

た
地
も
、
開
山
の
例
外
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
た
が
っ
て
、
黒
森
山
の
神
木

伐
採
は
人
々
の
通
常
感
覚
と
相
違
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
天
気

不
正
の
風
説
が
発
生
す
る
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か（

７
）

。
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第
二
に
は
、
古
懸
山
の
木
の
伐
採
に
つ
い
て
、
古
懸
国
上
寺
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
の

か
不
明
で
あ
る
が
、
記
事
に
見
え
る
木
神
が
伐
採
を
惜
し
ん
だ
上
、
大
鰐
川
へ
の
川
流

し
を
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
木
が
「
声
あ
り
て
う
な
り
」
と
、
強
烈
な
拒
否
反
応
を

示
し
た
と
い
う
。
飢
饉
の
際
の
開
山
に
よ
る
乱
伐
を
戒
め
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
と

も
神
の
宿
る
木
を
伐
採
し
た
こ
と
に
よ
る
抗
議
な
の
か
判
断
は
つ
き
か
ね
る
が
、
当
時

の
古
懸
山
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
天
明
四
年
「
諸
山
之
内
上
山
通

よ
り
西
之
浜
通
迄
中
山
通
よ
り
外
浜
通
古
懸
山
迄
御
山
所
書
上
之
覚
」
の
「
浅
瀬
石
山

よ
り
古
懸
山
迄
」（『
新
青
森
市
史　

資
料
編
五　

近
世
三
』
青
森
市　

二
〇
〇
六
年

十
二
月　

三
八
号
）
に
は
、
古
懸
村
に
よ
る
管
理
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
山
林
の
状
況
が

次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　

一
、
古
懸
村
領
惣
山

　
　
　

右
御
山
所
不
残
雑
木
立
ニ
而
大
沢
通
一
ケ
沢
之
内
小
沢
三
ケ
沢
、

　
　
　

 

先
年
よ
り
御
留
山
之
処
、
相
応
之
太
木
立
ニ
而
御
座
候
、
其
外
明
山
小
沢
一
ケ

沢
之
内
よ
り
山
下
村
焚
用
柴
取
出
罷
有
候
、

　
　

一
、
同
山
之
内
仕
立
杉
相
立
罷
有
候
、

　
　

一 

、
諸
山
檜
・
杉
・
雑
木
共
ニ
仕
立
山
等
も
兼
而
被
仰
付
、
御
厭
之
筋
相
立
御
山

盛
衰
相
考
伐
取
方
吟
味
仕
罷
有
候
処
、
近
年
度
々
之
洪
水
等
ニ
而
川
除
諸
普
請

入
用
木
柄
伐
取
方
等
被
仰
付
候
上
、
去
年
凶
作
ニ
付
在
々
為
御
救
御
郡
内
惣
山

雑
木
之
分
開
山
ニ
被
仰
付
、
檜
之
分
も
不
少
為
御
救
伐
取
方
被
仰
付
候
間
、
諸

山
御
山
模
様
当
時
薄
立
ニ
相
成
申
候
、
乍
然
御
当
節
柄
御
救
方
御
補
之
筋
相
立

候
ニ
付
不
得
止
事
奉
存
候
、
依
之
此
末
之
儀
者
是
迄
之
通
山
下
村
々
御
〆
方

精
々
相
立
盛
木
方
吟
味
仕
候
間
、
追
年
御
山
盛
木
可
仕
様
ニ
奉
存
候
、

（
傍
線
筆
者
）

　

右
に
よ
る
と
、
古
懸
山
は
大
部
分
が
雑
木
で
あ
っ
て
、
留
山
に
な
っ
て
か
ら
、
よ
う

や
く
太
木
が
生
育
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
傍
線
部
の
箇
所
に
は
、
近
年
洪
水
が

頻
発
し
た
の
で
藩
か
ら
治
水
工
事
用
の
材
木
の
伐
採
を
下
命
さ
れ
、
そ
の
上
、
天
明
大

飢
饉
に
よ
っ
て
雑
木
と
檜
も
開
山
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、「
薄
立
」
つ
ま
り
ま

ば
ら
な
林
相
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
あ
る
。
古
懸
山
か
ら
の
巨
木
の
伐
採
は
、
林
相
の

貧
弱
さ
を
加
速
す
る
だ
け
で
な
く
、
洪
水
頻
発
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
洪
水
の
発
生
を

促
進
す
る
だ
け
で
な
く
被
害
を
増
大
か
つ
拡
大
さ
せ
る
危
険
性
を
予
感
さ
せ
る
凶
兆
と

し
て
人
々
に
捉
え
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い（

８
）

。
巨
木
の
伐
採
は
、
飢
饉
だ
け

で
は
な
く
洪
水
の
危
機
に
直
面
す
る
恐
れ
を
感
知
し
た
こ
と
か
ら
、
木
神
に
仮
託
す
る

形
を
と
っ
て
、
領
内
に
対
す
る
天
の
戒
め
と
し
て
天
気
不
正
の
風
説
が
流
布
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

四
、
鉱
山
の
開
発
・
稼
行
と
天
気
不
正
の
風
説

　

前
章
で
も
言
及
し
た
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
天
明
大
飢
饉
は
、
全
国
的
に
も

多
く
の
餓
死
者
を
出
し
た
こ
と
で
、
幕
藩
体
制
下
に
あ
っ
て
甚
大
か
つ
最
も
悲
惨
な
被

害
を
及
ぼ
し
た
災
害
で
あ
っ
た
。
津
軽
領
も
例
外
で
は
な
く
、
飢
渇
に
よ
り
約
七
万
人

が
死
亡
し
た
と
い
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
同
年
の
天
候
は
、
ま
さ
に
不
順
で
あ
り
、

弘
前
藩
で
も
天
気
不
正
に
関
す
る
風
説
が
飛
び
交
っ
た
。
丹
後
者
の
詮
議
や
領
内
五
山

に
よ
る
日
和
揚
げ
祈
祷
の
実
施
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、従
来
に
見
ら
れ
な
い
風
説
が
、

こ
の
飢
饉
を
契
機
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。
天
気
不
正
の
要
因
を
鉱
山
開
発
に
求
め
た

風
説
で
あ
る
。「
国
日
記
」
天
明
五
年
六
月
晦
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

一 

、
勘
定
奉
行
申
出
候
、
頃
日
天
気
不
正
之
儀
者
、
目
屋
野
沢
御
山
之
内
大
滝
股

鉛
山
、
宮
崎
庄
兵
衛
・
竹
内
半
左
衛
門
受
山
ニ
而
去
々
年
鉛
穿
取
候
所
、
殊
之

外
天
気
不
正
ニ
而
去
年
者
相
止
罷
有
候
、
又
々
先
達
而
よ
り
鉛
穿
取
ニ
四
五
拾

人
も
罷
越
候
旨
雑
説
相
聞
候
ニ
付
、
竹
内
与
三
右
衛
門
僉
議
仕
候
処
、
去
々
卯
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ノ
春
よ
り
穿
付
同
年
秋
迄
穿
取
候
得
共
、
右
之
内
不
正
続
に
而
御
止
被
仰
付
候

儀
も
無
御
座
候
之
由
、
然
所
凶
作
後
休
山
御
断
申
上
候
処
、
当
四
月
鋪
内
普
請

等
も
有
之
、
其
後
出
石
金
も
有
之
候
ニ
付
、
先
頃
よ
り
少
々
吹
立
又
々
穿
方
ニ

取
付
可
申
段
申
出
候
、
兎
角
不
勝
ニ
も
御
座
候
間
、
鋪
内
ニ
罷
有
候
も
の
共
不

残
当
分
下
山
致
候
様
町
奉
行

江

被
仰
付
度
旨
申
出
之
、
監
物

江

達
之
申
出
之
通
申

付
旨
書
付
ニ
而
申
遣
之
、
町
奉
行

江

も
申
遣
之
、　　
　
　
　
　
　
（
傍
線
筆
者
）

　

右
に
よ
る
と
、
近
頃
の
天
気
不
正
は
、
目
屋
野
沢
の
「
大
滝
股
鉛
山
」
に
お
い
て
、

宮
崎
・
竹
内
の
両
山
師
が
二
年
前
（
天
明
三
年
）
か
ら
鉛
を
採
掘
し
た
こ
と
に
原
因
が

あ
り
、
天
気
不
正
を
理
由
に
稼
行
を
禁
じ
た
。
天
明
三
年
春
か
ら
採
鉱
し
、
同
年
の
凶

作
に
よ
る
稼
行
休
止
も
し
た
が
、特
に
休
山
を
下
命
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
、

当
年
（
同
五
年
）
か
ら
坑
内
の
保
全
と
採
鉱
し
た
石
金
＝
鉛
を
製
錬
し
稼
行
し
始
め
た

と
こ
ろ
、
天
気
不
正
が
生
じ
た
た
め
鋪
方
も
含
め
て
全
て
の
鉱
山
従
事
者
を
下
山
さ
せ

た
と
い
う
。「
津
軽
編
覧
日
記
」
天
明
五
年
六
月
二
十
三
・
二
十
四
日
条
に
も
ほ
ぼ
同
様

の
記
事
が
掲
載
さ
れ
、「
此
夏
、
尾
太
銅
山
よ
り
三
里
先
き
大
た
き
ま
た
と
申
所
に
金

山
出
来
、
此
金
山
宮
崎
庄
兵
衛
・
竹
内
半
左
衛
門
両
人
□
□
之
上
掘
候
処
、
夫
よ
り
天

気
あ
れ
申
候
」
と
あ
る
。

　

右
に
見
え
る
金
山
と
は
、
金
を
産
出
す
る
「
き
ん
ざ
ん
」
で
な
く
、
鉱
物
一
般
を
産

す
る
い
わ
ゆ
る
「
か
ね
や
ま
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
津
軽
編
覧
日
記
」
に
は
、

既
に
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
同
鉱
山
は
採
掘
を
開
始
し
て
お
り
、
天
気
不
正
の
こ

と
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
当
年
（
天
明
五
年
）
も
採
掘
す
る
と
は
、「
危
事
」
で

は
な
い
か
と
人
々
が
噂
し
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
大
滝
股
沢
の
鉱
山
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
る
の
が
、
天
明
四
年
「
諸

山
之
内
上
山
通
よ
り
西
之
浜
通
迄
中
山
通
よ
り
外
浜
通
古
懸
山
迄
御
山
所
書
上
之
覚
」

の
「
上
山
通
碇
関
山
よ
り
目
屋
野
沢
山
迄
」（『
青
森
県
史　

資
料
編　

近
世
三　

津
軽

二　

後
期
津
軽
領
』
青
森
県　

二
〇
〇
四
年
三
月　

一
八
〇
号
）
で
あ
り
、
次
の
よ
う

に
見
え
る
。

　
　

一 

、
同
山
（
目
屋
野
沢
村
領
惣
山
）
之
内
於
大
滝
俣
沢
ニ
鉛
山
見
立
、
穿
方
宮
崎

庄
兵
衛
・
竹
内
半
左
衛
門

江

天
明
二
寅
年
五
月
被
仰
付
、
御
山
証
文
相
渡
穿
方

仕
候
所
、
去
秋
よ
り
休
山
ニ
相
成
罷
有
候
、

　

天
明
二
年
五
月
、
弘
前
藩
は
「
大
滝
俣
沢
」
に
鉛
山
を
見
立
て
、
宮
崎
と
竹
内
に
稼

行
を
命
じ
去
年
（
天
明
三
年
）
秋
か
ら
休
山
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
前
後
の
状
況
か

ら
し
て
、
こ
の
記
事
が
同
鉛
山
に
つ
い
て
最
も
信
用
を
お
け
る
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
史
料
に
見
え
る
大
滝
股
沢
の
鉛
鉱
山
は
、
津
軽
領
の
鉱
山
旧
記
で
あ
る

「
山
機
録
」
や
領
内
鉱
山
の
書
上
類
に
は
、
当
該
鉱
山
の
山
名
が
一
切
見
え
な
い
。
そ

の
た
め
、
ど
こ
に
位
置
し
た
鉱
山
な
の
か
、
全
く
不
明
で
あ
っ
た
が
、
大
滝
股
沢
の
地

名
か
ら
、
現
在
の
青あ

お
じ
か
だ
け

鹿
岳
の
東
側
か
ら
発
す
る
大
滝
股
沢
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
て
い
る
。
位
置
に
つ
い
て
は
図
４
、
全
体
の
景
観
と
現
状
に
つ
い
て
は
図

５
（
当
該
の
写
真
は
、弘
前
大
学
名
誉
教
授
・
牧
田
肇
先
生
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。

衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
）を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
寛
政
期
と
推
定
さ
れ
る「
砂

子
瀬
・
湯
野
沢
絵
図
」（
旧
八
木
橋
文
庫
蔵
）
に
は
、
図
６
の
よ
う
に
青
鹿
岳
と
大
滝

股
沢
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
津
軽
山
沢
絵
図
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
八
木

橋
文
庫
）
の
図
７
に
、
大
滝
股
沢
の
東
側
に
「
金
山
」
と
見
え
る
の
が
、「
津
軽
編
覧

日
記
」
に
記
録
さ
れ
た
金
山
を
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
国
日
記
」
に
記
名
さ
れ
た
大
滝
股
鉛
山
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
が
全
く
不
明
で

あ
り
、
経
営
の
内
容
も
明
確
に
し
え
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
以
上
の
言
及

は
で
き
ず
、
主
に
同
鉛
山
を
め
ぐ
る
天
気
不
正
の
風
説
に
検
討
を
加
え
て
行
こ
う
。

　
「
金
木
屋
日
記
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
庫
）
は
、
藩
政
後
期
の
天
保

八
年
（
一
八
三
七
）
か
ら
幕
末
維
新
期
に
至
る
、
領
内
に
関
す
る
詳
細
な
日
記
資
料
と

し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
文
献
で
あ
る
。
筆
者
の
金
木
屋
武
田
又
三
郎
敬た

か
ゆ
き之

は
、
弘
前
藩
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の
御
用
達
を
務
め
た
後
、岩
木
賀よ

し
だ田（

弘
前
市
賀
田
）に
隠
棲
し
て
酒
造
業
を
営
み
、日
々

の
生
活
だ
け
で
な
く
、
天
気
の
状
態
や
作
柄
に
加
え
て
、
彼
の
耳
に
入
っ
た
風
聞
、
か

つ
て
の
特
権
商
人
仲
間
で
形
成
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
届
け
ら
れ
る
領
内
外
の
経

済
・
政
治
・
災
害
情
報
な
ど
を
日
記
に
克
明
に
記
録
し
た
。
大
滝
股
沢
鉛
山
と
天
気
不

正
に
つ
い
て
も
、
貴
重
な
記
録
を
残
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
よ
う
。

（
Ａ
）「
金
木
屋
日
記
」
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
九
月
四
日
条

　
　

 

○
西
南
大
滝
股

江

金
山
試
ミ
穿
願
相
済
取
か
ゝ
り
居
候
よ
し
、
昔
よ
り
右
金
山
穿

候
得
ハ
、
あ
れ
候
而
飢
饉
ニ
相
成
候
よ
し
、
前
々
咄
有
、
此
度
七
月
末
よ
り
取
か
ゝ

り
居
候
由
、
依
而
雨
右
之
山
よ
り
降
出
シ
来
候
様
風
評
有
、
当
年
雨
降
に
成
程
西

南
山
目
屋
の
方
多
く
雨
降
り
来
候
、
下
も

く
の
評
ニ
者
候
得
共
、
昔
よ
り
申
伝

も
有
之
候
山

江

願
済
ミ
候
義
相
分
り
不
申
事
也
、
尤
金
ン
山
ニ
而
御
国
一
番
之
金

多
く
有
之
候
山
之
由
、
前
度
よ
り
聞
伝
居
申
候
、
当
時
金
山
穿
方
流
行
ニ
有
之
候
、

（
Ｂ
）「
金
木
屋
日
記
」
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
六
月
二
十
九
日
条

　
　

 

○
先
日
御
日
和
上
ケ
四
社
へ
御
祈
祷
被
仰
付
候
よ
し
、
大
滝
（
股
脱
）
沢
金
山
掘

候
ニ
付
あ
れ
候
と
風
評
有
之
候
よ
し
、
頃
日
之
雨
ニ
而
廿
七
日
晩
又
々
洪
水
、
既

ニ
七
歩
程
之
出
水
ニ
而
人
夫
ま
と
ゑ
等
出
候
よ
し
、

（
Ｃ
）「
金
木
屋
日
記
」
安
政
元
年
六
月
三
十
日
条

　
　

 

○
昨
年
春
も
掘
立
御
止
ニ
相
成
候
目
矢
之
奥
金
山
大
滝
投
（
股
）
沢
と
申
所
、
当

年
又
々
掘
立
居
申
候
由
、
右
ニ
付
ケ
様
荒
続
候
由
等
、
先
日
よ
り
人
々
風
評
有
之

候
、
疾
御
止
メ
被
仰
付
候
由
咄
合
も
有
之
候
、
右
金
山
者
昔
ニ
も
不
作
之
折
掘
立
、

其
後
御
止
メ
ニ
相
成
居
候
山
之
由
、
ケ
様
之
風
評
も
兎
角
不
面
白
候
、
是
々
不
正

続
ニ
而
者
御
大
事
之
義
早
速
御
止
メ
被
仰
付
候
而
宜
様
也
、

（
Ｄ
）「
金
木
屋
日
記
」
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
六
月
十
三
日
条

　
　

 

五
ヶ
年
已
前
寅
と
し
五
月
よ
り
雨
続
き
ニ
て
、
土
用
之
入
日
ニ
降
、
翌
日
も
降
、

土
用
三
郎
も
降
雨
続
き
、
土
用
十
八
日
之
内
十
二
日
雨
降
候
、
大
ニ
雨
と
し
也
、

其
節
西
南
奥
山
の
方
よ
り
計
雨
降
、
大
滝
股
と
い
か
い
ふ
金
山
隠
シ
掘
居
候
由
、

右
御
詮
義
被
成
相
止
て
よ
り
御
天
気
能
相
成
候
事
有
、
此
度
も
右
様
の
事
ニ
而
も

有
之
候
哉
、
な
ん
と
か
雨
続
き
不
思
儀
也
、
南
山
へ
白
雲
た
な
引
候
得
者
雨
降
来

た
る
、
丹
後
者
入
込
候
哉
、
諸
勧
進
共
厳
敷
御
詮
義
の
御
触
相
廻
候
由
、
尓
今
不

見
得
候
得
共
、
在
方
ハ
廻
状
と
申
物
も
無
、
庄
屋
へ
参
候
而
も
村
中
江

不
為
知
候
、

つ
ま
ら
ぬ
事
也
、
最
早
四
社
五
山
へ
も
御
祈
祷
上
か
り
候
而
も
宜
敷
也
、
土
用
中

の
あ
れ
大
切
之
事
也
、
弘
前
ニ
而
咄
候
由
、
先
月
十
二
日
よ
り
昨
日
迄
三
十
日
之

内
十
一
日
雨
不
降
、
十
九
日
雨
降
候
と
申
居
候
人
有
之
由
其
通
り
也
、

　

右
の
内
容
の
要
点
を
、
次
の
六
点
に
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。

　

① 

藩
が
、
大
滝
股
の
金
山
の
試
掘
を
許
可
し
た
が
、
人
々
の
話
に
よ
る
と
、
こ
の
金

山
を
採
掘
す
る
と
荒
天
に
な
り
飢
饉
を
起
こ
す
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
。
嘉
永
六
年

七
月
末
か
ら
採
鉱
を
開
始
し
た
よ
う
だ
が
大
滝
股
の
山
か
ら
雨
が
降
り
出
し
た
と

の
噂
が
あ
る
。―

（
Ａ
）

　

② 

大
滝
股
の
山
は
領
内
で
最
も
産
金
の
多
い
山
と
の
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
金
掘
り
が

流
行
す
る
だ
ろ
う
。―

（
Ａ
）

　

③ 

大
滝
股
で
の
金
採
掘
は
、
天
気
不
正
の
風
評
が
あ
っ
て
、
最
近
の
大
雨
に
よ
っ
て

既
に
洪
水
が
起
き
て
い
る
。―

（
Ｂ
）

　

④ 

昨
年
（
嘉
永
六
年
）
も
採
鉱
を
停
止
さ
せ
ら
れ
た
大
滝
股
沢
の
金
山
は
、今
年
（
安

政
元
年
）
再
開
し
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
天
候
が
悪
化
し
た
と
の
風
評
が
広
が
っ

て
い
る
。
藩
庁
は
早
急
に
採
鉱
を
中
止
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。―

（
Ｃ
）

　

⑤ 

五
年
前
の
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
は
、
五
月
か
ら
雨
が
降
り
続
き
土
用
に
入
っ

て
も
止
ま
な
い
大
雨
の
年
で
あ
っ
た
。
西
南
の
奥
山
か
ら
雨
は
降
っ
た
が
、
こ
れ

は
大
滝
股
の
山
で
隠
れ
て
採
鉱
を
し
た
こ
と
が
原
因
だ
っ
た
。
藩
庁
が
詮
議
し
て

そ
れ
を
禁
じ
た
と
こ
ろ
、天
候
が
回
復
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
今
年
（
安
政
五
年
）

も
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。―

（
Ｄ
）
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⑥ 
今
年
（
安
政
五
年
）
六
月
、
南
方
の
山
々
に
白
雲
が
た
な
び
き
雨
が
降
り
出
し
て

い
る
。
丹
後
者
が
入
領
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
丹
後
者
が
入
り
込
ん
で
い
る
可
能

性
も
あ
る
た
め
、
彼
ら
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
可
能
性
の
あ
る
諸
勧
進
の
詮
議
触
が

出
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
ま
だ
在
々
に
回
っ
て
い
な
い
。―

（
Ｄ
）

　

右
の
整
理
か
ら
、
大
滝
股
鉛
山
と
天
気
不
正
に
関
す
る
風
説
・
風
評
は
、
領
内
に
広

く
流
布
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。同
鉛
山
で
の
採
鉱
が
始
ま
る
と
、

領
内
奥
深
い
秋
田
藩
境
に
近
い
大
滝
股
沢
の
山
か
ら
雨
雲
が
わ
き
出
て
大
雨
を
領
内
に

降
ら
せ
、
そ
れ
が
不
作
を
誘
発
し
て
飢
饉
に
至
る
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
ま
た
、
大
滝

股
鉛
山
と
合
わ
せ
て
、
丹
後
者
の
入
領
の
可
能
性
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深

い
。
天
気
不
正
の
要
因
は
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
単
純
な
要
素
で
は
な

い
点
を
金
木
屋
は
承
知
し
て
い
た
よ
う
だ（

９
）

。

　

藩
の
公
式
記
録
で
あ
る
「
国
日
記
」
や
官
撰
史
書
「
津
軽
編
覧
日
記
」
以
外
に
、
領

民
レ
ベ
ル
の
記
録
で
あ
る
「
金
木
屋
日
記
」
に
大
滝
股
鉛
山
と
天
気
不
正
の
風
説
が
掲

載
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
が
あ
ろ
う
。
人
々
が
噂
し
て
い
る
、
も
し
く
は
人
々

の
風
評
だ
と
い
う
こ
と
で
、
天
気
不
正
の
原
因
で
あ
る
大
滝
股
鉛
山
の
採
鉱
を
中
止
す

べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
は
世
論
で
あ
り
、
民
衆
の
意
向
を
藩
庁
は
汲
み
取
る
べ
き
だ
と

の
意
見
で
あ
る
。
領
民
も
領
内
の
自
然
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を

受
け
止
め
是
正
の
措
置
を
と
ら
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
自
然
の
調
和
を
藩
自
ら
が
攪

乱
し
た
こ
と
に
通
じ
る
と
の
考
え
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

右
の
背
景
に
は
、
近
世
に
お
け
る
鉱
山
開
発
の
あ
り
方
に
対
す
る
人
々
の
考
え
、
な

い
し
心
理
が
伏
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（（
（

。
安
藤
昌
益
は
「
統
道
真
伝
」
の
「
糺

聖
失
」（『
安
藤
昌
益
全
集　

第
八
巻
』
農
村
漁
村
文
化
協
会　

一
九
八
四
年
九
月　

一
四
〇
頁
）
の
な
か
で
、
鉱
物
の
採
掘
を
戒
め
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　

 

偏ひ
と
えニ

掘
リ
取
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。
故
ニ
土
中
ハ
金
気
ノ
堅
メ
弱
ク
、転
気
ハ
濁
リ
易
ク
、

不
正
ノ
気
行
ハ
レ
テ
人
病
ミ
易
ク
、
定
気
ハ
澄
ミ
難
ク
、
水
ハ
湧
キ
難
ク
、
山
ハ

崩
レ
易
ク
、
河
ハ
埋
モ
レ
易
ク
、
地じ

し
ん振

ハ
汰ユ

リ
易
ク
、
人
気
ハ
脆も

ろ

ク
成
リ
内な

い
び
ょ
う病

発

シ
易
ク
、
山
ニ
ハ
木
生
へ
難
シ
。

　

右
に
よ
る
と
、
土
中
の
鉱
物
を
掘
り
と
る
の
み
で
、
土
中
の
鉱
物
は
減
少
し
、
土
中

を
固
め
る
金
気
が
弱
ま
り
、
天
気
は
濁
り
や
す
く
な
り
、
異
常
な
気
が
お
こ
り
、
人
間

は
病
気
に
か
か
り
や
す
く
な
り
、
海
の
気
は
濁
り
や
す
く
、
水
も
湧
き
に
く
く
な
り
、

山
は
崩
れ
や
す
く
、
川
は
埋
れ
や
す
く
、
地
震
は
お
こ
り
や
す
く
、
人
間
の
気
は
も
ろ

く
な
り
、
内
因
性
の
病
気
が
発
生
し
や
す
く
、
山
に
は
木
が
生
え
に
く
く
な
る
と
、
自

然
の
調
和
が
く
ず
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
公
害
が
出
る
と
し
た
。
こ
の
中
で
、
本
論
に
限

定
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
鉱
物
の
採
掘
に
よ
っ
て
、
天
気
が
濁
る
と
い
う
点
で
あ
ろ

う
。
鉱
山
の
稼
行
に
よ
っ
て
天
気
が
不
順
な
い
し
荒
天
に
な
る
と
述
べ
、
天
気
不
正
の

現
象
を
生
じ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
昌
益
の
思
想
が
民
衆
の
考
え
を
代
表
す

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
既
に
十
八
世
紀

初
頭
に
熊
沢
蕃
山
は
、
鉱
物
の
濫
掘
は
山
を
荒
ら
し
川
を
浅
く
し
て
国
土
の
霊
を
薄
く

し
人
間
を
劣
化
さ
せ
る
と
述
べ
て
い
る
（「
集
義
外
書
」）。

　

蕃
山
や
昌
益
の
思
想
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
鉱
物
の
採
鉱
・
濫
掘
は
、
自
然
の
調

和
を
崩
し
、
人
間
に
も
社
会
に
も
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
大
滝
股
鉛
山
の
開
発
と
稼
行
に
懸
念
を
抱
き
稼
行
の
中
止
を
主
張
す
る
人
々

の
心
理
な
い
し
考
え
の
基
層
を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
、
表
題
に
掲
げ
た
試
論
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
私
見
を
付
け
加
え
る
こ
と

に
し
た
い
。

　

大
滝
股
沢
は
大
川
の
支
流
で
あ
り
、
図
５
に
見
る
よ
う
に
源
流
部
は
小こ

だ
け岳

で
あ
っ

て
、
青
鹿
岳
と
小
岳
の
間
を
流
れ
る
（『
青
森
県
史　

自
然
編　

地
学
』
青
森
県　

二
〇
〇
一
年
三
月　

二
五
頁
）。
青
鹿
岳
は
、「
山
の
神
様
」
が
い
て
、
そ
こ
へ
行
け
ば

帰
る
人
は
な
い
、
と
の
聖
山
伝
承
を
持
つ
山
で
あ
り
、
同
岳
に
は
「
鬼
の
坪
」
と
い
う

清
浄
な
場
所
が
あ
る
と
い
う）

（（
（

。
大
川
は
津
軽
平
野
を
北
流
す
る
岩
木
川
の
こ
と
で
あ
り

－ 142 －
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（
藩
政
時
代
、
岩
木
川
の
通
称
は
大
川
で
あ
る
）、
領
内
の
水
利
環
境
に
大
き
な
影
響
を

も
た
ら
す
河
川
で
あ
る
。
岩
木
川
の
源
流
部
を
構
成
す
る
大
滝
股
沢
で
、
鉛
山
の
開
発

と
稼
行
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
採
鉱
・
製
錬
の
過
程
で
生
じ
る
鉛
毒
が
大
川
を
経
由
し

て
岩
木
川
流
域
全
体
へ
及
ぼ
す
影
響
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

大
滝
股
沢
か
ら
北
東
に
位
置
し
た
尾
太
鉱
山
を
は
じ
め
と
す
る
、
銅
鉛
鉱
山
の
密
集

地
帯
で
あ
っ
た
湯
ノ
沢
川
流
域
は
、
藩
政
時
代
に
銅
鉛
の
生
産
の
賑
わ
い
に
沸
い
た
津

軽
領
最
大
の
鉱
山
・
鉱
業
地
帯
で
あ
っ
た
。
明
治
初
年
の
『
新
撰
陸
奥
国
誌
』
二
（
国

書
刊
行
会　

一
九
八
三
年
五
月
復
刻　

四
三
七
頁
）
砂す

な
こ
せ

子
瀬
村
の
項
で
「
湯
ノ
沢
」
川

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

　
　

 

尾
太
鉱
山
・
八
光
・
滝
ノ
沢
等
の
渓
流
を
併
て
西
北
に
流
る
こ
と
六
里
十
八
丁
、

目
屋
川
に
入
る
、
渓
水
鉱
気
を
含
み
魚
鰕
生
せ
す
。

　

湯
ノ
沢
川
流
域
最
大
の
尾
太
鉱
山
な
ど
か
ら
排
水
が
流
れ
込
む
同
川
に
は
、
魚
類
等

の
生
息
が
見
ら
れ
な
い
と
報
告
し
て
い
る
。
当
時
の
湯
ノ
沢
川
は
死
の
川
で
あ
っ
た
の

だ
。
津
軽
領
内
の
米
穀
生
産
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
大
川
・
岩
木
川
の
源
流
部
で
鉛

山
の
開
発
と
稼
行
に
よ
る
鉱
毒
が
発
生
し
た
場
合
、
重
大
な
環
境
異
変
や
穀
物
生
産
を

阻
害
す
る
甚
大
な
災
害
が
生
じ
る
危
険
性
を
、
当
時
の
人
々
が
察
知
し
て
い
た
の
か
ど

う
か
は
、
残
念
な
が
ら
確
認
で
き
て
い
な
い
。
同
鉛
山
の
動
静
が
民
衆
の
注
意
を
こ
れ

ほ
ど
引
き
つ
け
た
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
状
況
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。
聖
な
る
山
で

あ
る
青
鹿
岳
周
辺
へ
の
開
発
者
の
乱
入
に
加
え
て
、天
気
不
正
の
風
説
を
装
い
つ
つ
も
、

実
は
も
っ
と
深
刻
な
問
題
を
感
知
し
て
い
た
か
、
直
接
的
で
は
な
い
に
し
て
も
鉛
毒
に

よ
る
鉱
害
拡
散
の
危
険
性
に
注
意
が
向
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
資
史
料
の
収
集
と
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、
近
世
津
軽
領
で
流
布
し
た
天
気
不
正
の
風
説
に
つ
い
て
、
藩
政
史
料
を

中
心
に
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
事
柄
を
次
の
五
点
に
ま

と
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

第
一
に
、
天
気
不
正
の
風
説
と
し
て
当
時
に
あ
っ
て
も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
丹
後
日

和
は
、
近
世
初
頭
か
ら
領
内
に
敷
衍
し
た
も
の
で
は
な
く
、
山
椒
太
夫
伝
説
を
包
含
し

た
原
初
的
な
岩
木
山
信
仰
が
、
十
八
世
紀
前
半
ま
で
に
信
仰
形
態
を
整
え
、
丹
後
人
・

丹
後
船
の
全
領
的
な
詮
議
と
い
う
藩
権
力
の
発
動
を
伴
う
形
で
展
開
し
た
。
丹
後
の
人

と
船
の
入
領
は
、
領
内
の
調
和
を
乱
し
天
候
の
異
変
を
招
く
と
い
う
こ
と
で
、
取
締
り

が
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
弘
前
藩
に
よ
る
岩
木
山
信
仰
を
口
実
と
し
た
領
内
の
人
改

め
と
船
改
め
で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
以
降
、
切
支
丹
改
め
が
形
骸
化
し
て
、
実
質
的
な

効
力
を
持
た
な
く
な
っ
た
領
内
で
は
、
丹
後
日
和
に
よ
る
人
と
船
の
改
め
が
領
民
と
湊

だ
け
で
な
く
、
多
く
の
人
々
が
入
り
込
む
隆
盛
期
の
銅
鉛
鉱
山
の
支
配
統
制
に
、
さ
ら

に
は
領
民
掌
握
に
大
き
な
効
力
を
発
揮
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

第
二
に
、
丹
後
日
和
が
流
布
す
る
以
前
の
天
気
不
正
風
説
は
、
十
七
世
紀
に
あ
っ
て

は
主
に
岩
木
山
硫
黄
平
に
お
け
る
入
湯
者
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
硫
黄
平
へ
の
禽

獣
の
持
ち
込
み
や
大
量
の
入
湯
者
が
同
平
へ
踏
み
込
む
こ
と
で
、
岩
木
山
の
静
穏
が
乱

さ
れ
、そ
れ
が
領
内
の
調
和
に
大
き
な
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
た
事
に
よ
る
。

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
温
泉
を
麓
に
移
転
し
た
こ
と
で
、
嶽
温
泉
へ
の
入
湯
者
が

硫
黄
平
に
踏
み
込
む
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
後
は
硫
黄
平
に
関
わ
る
天

候
異
変
の
風
説
が
生
じ
る
こ
と
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。

　

第
三
に
、
右
の
他
に
天
気
不
正
の
風
説
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
岩
木
山
の
結

界
内
で
の
熊
狩
り
や
不
浄
者
（
丹
後
者
を
含
む
）
の
入
り
込
み
、
採
石
、
紫
根
の
採
集
、

古
懸
山
の
巨
木
伐
採
、
飢
饉
の
際
の
開
山
に
よ
る
岩
木
山
で
の
神
木
伐
採
な
ど
が
あ
げ
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ら
れ
る
。
十
八
世
紀
後
半
か
ら
次
第
に
岩
木
山
に
関
係
し
な
い
風
説
も
目
に
つ
く
よ
う

に
な
っ
た
。な
か
で
も
天
明
期
の
古
懸
山
の
巨
木
伐
採
に
関
す
る
天
気
不
正
の
風
説
は
、

材
木
伐
り
尽
く
し
の
危
機
、
そ
れ
に
よ
る
洪
水
多
発
な
ど
、
危
機
が
重
層
的
に
重
な
り

合
う
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
を
含
む
動
植
物
の
生
態
系
や
環
境
を
破
壊
す
る
警
鐘
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
風
説
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

第
四
に
、鉱
山
の
開
発
・
稼
行
に
関
す
る
風
説
で
あ
る
。
天
明
の
大
飢
饉
を
契
機
に
、

秋
田
藩
と
の
藩
境
に
位
置
す
る
山
深
い
大
滝
股
鉛
山
の
開
発
と
稼
行
を
危
惧
す
る
天
気

不
正
の
風
説
が
流
布
し
た
。
こ
れ
は
、藩
の
公
式
記
録
で
あ
る
藩
庁
日
記
だ
け
で
な
く
、

市
井
の
人
物
が
記
し
た
「
金
木
屋
日
記
」
の
な
か
に
も
見
え
、
士
庶
を
と
も
に
脅
か
し

た
風
説
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、そ
れ
が
示
す
領
内
の
危
機
の
深
刻
さ
が
窺
わ
れ
よ
う
。

　

近
世
後
期
の
人
々
は
、
熊
沢
蕃
山
や
安
藤
昌
益
の
考
え
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
鉱

物
の
採
掘
が
も
た
ら
す
災
厄
の
一
つ
と
し
て
、
天
候
の
不
順
、
天
気
の
不
正
が
あ
る
と

認
識
し
て
い
た
。
鉱
物
の
採
掘
な
い
し
濫
掘
が
自
然
界
の
調
和
を
攪
乱
す
る
と
捉
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
論
じ
て
き
た
天
気
不
正
の
風
説
は
、
ま
さ
に
自
然
界
と

人
間
社
会
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
領
内
の
調
和
に
関
し
て
、
そ
れ
を
乱
す
恐
れ
が
あ
る

も
の
に
対
す
る
警
告
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

第
五
に
、
大
滝
股
鉛
山
に
関
し
て
言
え
ば
、
近
接
す
る
青
鹿
岳
は
、
山
の
神
が
い
る

聖
山
と
の
伝
承
が
あ
り
、
鉱
山
開
発
・
稼
行
者
の
闖
入
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
充
分
に
許

さ
れ
ざ
る
行
為
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
加
え
て
、
鉛
山
の
位
置
す
る
場
所
は
岩
木

川
の
源
流
部
を
構
成
す
る
地
域
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
採
鉱
・
製
錬
は
鉛
毒
を
発
生
さ
せ

鉱
害
を
生
じ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
津
軽
平
野
を
潤
す
岩
木
川
が
鉱
害
を
流
域
へ
拡
散
さ

せ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
領
内
最
大
の
銅
鉛
山
で
あ
っ
た
尾
太
鉱
山
の
位
置

す
る
湯
ノ
沢
川
は
、
流
域
の
各
鉱
山
か
ら
の
排
水
に
よ
っ
て
、
明
治
初
年
に
は
魚
類
が

生
き
ら
れ
な
い
死
の
川
で
あ
っ
た
。
領
民
が
そ
の
よ
う
な
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
現
在
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
大
滝
股
鉛
山
の
風
説
が
藩
政
後
期
に

入
る
と
頻
繁
に
流
布
し
た
こ
と
は
無
視
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
津
軽
領
に
お
け
る
天
気
不
正
の
風
説
は
、
十
七
世
紀
か

ら
十
八
世
紀
後
半
に
か
け
て
は
、
丹
後
日
和
を
は
じ
め
と
し
て
岩
木
山
信
仰
に
関
わ
っ

て
流
布
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
た
。
十
八
世
紀
後
半
の
天
明
大
飢
饉
を
境
に
、
岩
木

山
信
仰
と
は
拘
わ
ら
な
い
天
気
不
正
の
風
説
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
鉱
山
開

発
・
稼
行
に
関
わ
る
風
説
は
、
聖
な
る
山
周
辺
の
静
穏
と
調
和
を
乱
し
、
領
内
の
深
刻

な
環
境
破
壊
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
を
懸
念
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ）

（（
（

。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
も
自
然
と
の
調
和
、
自
然
界
の
静
穏
と
人
間
社
会
の
安
寧
を
乱
す

予
兆
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
関
わ
っ
て
、
天
気
不
正
の
風
説
は
領
内
に
流
布
し
た
の
で

あ
る
。
風
説
の
原
因
と
な
っ
た
事
柄
の
詮
議
と
原
因
の
解
決
は
、
藩
庁
の
責
任
な
い
し

役
務
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
丹
後
者
詮
議
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
藩
権
力
発
動
の

根
拠
が
あ
っ
た
も
の
の
、
例
え
ば
、
領
内
材
木
の
伐
採
と
領
外
へ
の
販
売
、
鉛
山
の
開

発
と
稼
行
は
、
当
然
、
藩
財
政
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
弘
前
藩
は
藩
政
後
期
に

い
た
り
、
開
発
が
も
た
ら
す
藩
へ
の
恩
恵
と
、
開
発
に
よ
る
自
然
界
の
調
和
の
攪
乱
に

い
か
に
対
処
す
る
か
、
大
き
な
矛
盾
に
突
き
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

注（
１
）　 

拙
稿
「
近
世
北
奥
大
名
と
寺
社
」（
尾
藤
正
英
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
近
世
史
論
叢　

上

巻
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
四
年
七
月
）
三
〇
三
頁
。
幕
藩
体
制
後
期
に
は
い
る
と
、
農
村
の

疲
弊
と
そ
れ
に
伴
う
社
会
変
動
か
ら
社
会
不
安
が
増
し
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
正
統
な
社
家
の

支
配
組
織
に
付
属
し
な
い
「
無
縁
之
社
家
」
が
農
村
に
あ
っ
て
、
人
々
の
祈
祷
要
請
に
応
じ
る

現
象
が
生
じ
た
。
藩
の
筋
目
な
き
祈
祷
の
禁
止
令
は
、
次
第
に
有
名
無
実
化
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
（
拙
稿
「
津
軽
藩
宝
暦
改
革
の
一
断
面―

寺
社
政
策
を
中
心
に―

」
拙
編
『
平
成
三
年
度

科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書　

転
換
期
北
奥
藩
の
政
治
と
思
想―

津
軽
藩
宝
暦
改
革

の
研
究―

』
一
九
九
三
年
三
月
所
収
）。

（
２
）　 

天
明
五
～
六
年
に
か
け
て
来
遊
し
た
橘
南
谿
は
、「
東
遊
記
」（『
来
遊
諸
家
紀
行
集
』
青
森
県
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立
図
書
館
青
森
県
叢
書
刊
行
会　

一
九
五
二
年
九
月
）
の
な
か
で
、「
丹
後
の
人
」
と
し
て
丹

後
日
和
を
記
録
し
て
い
る
。
末
尾
に
「
此
説
隣
境
に
も
及
び
て
、松
前
、南
部
等
に
て
も
、湊
々

に
て
は
、
多
く
の
丹
後
人
を
忌
み
て
送
り
出
す
事
な
り
、
か
ば
か
り
人
の
恨
は
深
き
も
の
に
や
」

と
述
べ
て
お
り
、
丹
後
日
和
は
津
軽
領
だ
け
で
な
く
、
松
前
・
南
部
両
領
で
も
流
布
し
た
風
説

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
現
在
、
両
領
で
丹
後
日
和
が
存
在
し
た
か
確
認
し
て
い
な
い
が
、
橘
南

谿
の
見
聞
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
山
椒
太
夫
伝
説
が
残
存
す
る
場
所
に
は
、
丹
後
日
和
の
風
説

が
存
在
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　

 　

酒
向
伸
行『
山
椒
太
夫
伝
説
の
研
究―

安
寿
・
厨
子
王
伝
承
か
ら
説
教
節
・
森
鴎
外
ま
で―

』

（
岩
田
書
院　

一
九
九
二
年
一
月
）
に
よ
る
と
、
越
後
（
上
越
市
の
伝
承
と
い
う
）
に
丹
後
船

の
入
港
を
忌
む
と
い
う
類
似
の
伝
承
が
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
橘
南
谿
の
指
摘
す
る
松
前
や

南
部
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
が
見
あ
た
ら
な
い
。

（
３
）　 

こ
こ
に
紹
介
す
る
「
津
軽
一
統
志
」
は
、
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
庫
の
写
本
で
あ

り
、
同
書
は
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
夏
上
旬
の
写
本
で
あ
る
こ
と
が
、
奥
書
に
よ
っ
て
判

明
す
る
。
他
の
「
津
軽
一
統
志
」
の
写
本
は
筆
写
年
代
が
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
が
多
い
な
か

で
、
そ
れ
が
判
明
す
る
当
写
本
は
貴
重
で
あ
る
。
加
え
て
、
他
本
と
の
校
合
の
結
果
、
当
写
本

は
、
い
わ
ゆ
る
筋
の
良
い
写
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
書
の
岩
木
山
の
項
に
は
、
丹
後
日
和

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　
　

 

然
ト
モ

此
ノ

山
ノ

因-

縁
従ヨ

リ
二
往ソ

ノ
カ
ミ昔

一
限
二リ

テ
丹
後

ノ
国-

人
一ニ
而
不
レ
能
レ
入
二
于
堺
一ニ
、
況

ヤ
於
二ヲ

ヤ
住

国
一ニ
哉
、
亦

タ
当-

邦
続
二ク

コ
ト

海-

辺
一ニ
凡

ソ
七-

十-

有-

余-

里
、
西

ハ
始
二リ
大
間
越
一ニ
東

ハ
終
二フ
小

湊
一ニ
、
於
其

ノ
浜-

辺
天

ノ
之
晴-

暴
怪ア

ヤ
シク

有
レ
変
二
現マ

ノ
ア
タ
リ面

一
、
村-

老
漁-

叟
随
二ヒ
郷サ

ト
ノ

之
古-
制
一ニ 

而
、
所
レ
繫ツ

ナ
二ク
於
湊
一ニ
船

ヲ
尋
探サ

ク
ルニ

、
必

ス
有
二リ
丹-

後
ノ

人
一
、
仍

テ
而
説
二テ
当-

山
ノ

於
因-

縁
一ヲ
而
、 

使シ
ム
下シ
二メ
此

ノ
人
一ヲ
此

ノ
船

ヲ
去サ

ラ
上
、
湊

ハ
者
則
亦

タ
霽ハ

レ
テ

而
如
レシ
本

ノ
之
、
是

ヲ
郷-

語
シ
メ

而
謂
二フ
丹
後
日

和
一ト
、

（
４
）　 

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
十
一
月
、
佐
藤
弥
六
が
著
述
し
た
『
津
軽
の
し
る
べ
』（
今
泉

書
店
発
売
）
は
、
当
時
の
代
表
的
な
津
軽
地
方
の
歴
史
・
地
誌
を
著
し
た
著
作
で
、
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）
に
至
る
ま
で
四
版
を
重
ね
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
佐
藤

は
「
岩
木
山
」
の
項
に
、「
世
俗
伝
ふ
る
所
に
由
れ
ば
」
と
し
て
、
丹
後
日
和
を
詳
細
に
紹
介

し
て
お
り
、安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
五
月
二
十
四
日
の
目
付
へ
宛
て
た
布
令
を
記
し
て
い
る
。

丹
後
日
和
は
、
こ
の
段
階
で
伝
承
に
転
化
し
て
お
り
、
幕
藩
体
制
の
崩
壊
と
近
代
化
の
過
程
で

実
質
的
な
機
能
は
消
滅
し
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

（
５
）　

参
考
の
た
め
、「
津
軽
編
覧
日
記
」
の
記
事
を
次
に
掲
げ
る
。

　
　
　
「
津
軽
編
覧
日
記
」
天
明
六
年
二
月
条

　
　
　

一 

、
当
二
月
中
凡
て
雨
天
三
月
初
旬
ま
て
雨
相
止
候
へ
ハ
風
立
、
風
吹
不
申
候
へ
ハ
雨
ふ
り
、

一
日
と
宜
日
ハ
無
御
座
候
、
如
何
成
事
と
風
説
致
候
、
是
は
百
沢
の
黒
森
山
の
木
を
在
の
者

御
手
当
に
被
下
切
候
故
か
共
云
、
又
先
年
古
懸
山
よ
り
帆
柱
弐
本
切
出
壱
本
は
三
拾
六
匁
、

一
本
は
十
七
匁
に
売
候
て
川
出
し
致
候
処
、
流
れ
兼
罷
有
候
を
又
頃
日
川
出
し
致
候
処
、
流

れ
不
申
罷
有
候
由
、
夫
故
の
事
か
不
思
儀
な
る
不
勝
の
天
気
相
と
諸
人
風
説
申
候
、

　
　
　
「
津
軽
編
覧
日
記
」
天
明
六
年
四
月
条

　
　
　

一 

、
同
月
初
旬
頃
古
懸
山
よ
り
帆
柱
弐
本
切
出
し
大
鰐
川
へ
流
し
候
処
、
此
木
神
の
お
し
み
し

木
か
中
々
流
れ
不
申
、
仍
之
在
よ
り
人
足
壱
人
三
文
目
宛
に
雇
ひ
流
し
申
候
へ
共
、
不
流
、

此
木
声
あ
り
て
う
な
り
候
由
、
し
ゐ
て
流
し
候
得
は
天
気
あ
れ
寒
く
候
て
雪
消
候
よ
し
、

弐
本
共
杉
に
て
一
本
ハ
差
渡
五
尺
五
寸
長
さ
四
十
三
間
、
今
壱
本
ハ
差
渡
四
尺
五
寸
長
さ

三
十
八
開
、
右
は
四
方
面
取
候
所
の
木
に
て
、
右
寸
法
の
由
、
大
ハ
千
四
百
両
小
ハ
千
弐
百

両
に
、
他
国
の
船
頭
へ
御
払
の
よ
し
、
一
説
に
木
は
三
本
に
て
三
本
と
も
百
両
宛
に
御
払
と

も
云
、

（
６
）　 

本
格
的
な
救
恤
制
度
と
し
て
の
御
救
山
の
制
度
は
、右
の
飢
饉
に
際
し
て
弘
前
藩
で
設
置
さ
れ
、

十
八
世
紀
以
降
の
大
飢
饉
で
は
、
領
民
救
済
の
手
段
と
し
て
切
札
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
詳

し
く
は
、
拙
稿
「
山
と
飢
饉
」（
関
根
達
人
編
『
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書　

供

養
塔
の
基
礎
的
調
査
に
基
づ
く
飢
饉
と
近
世
社
会
シ
ス
テ
ム
の
研
究
』
二
〇
〇
七
年
三
月　

所

収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）　 

弘
前
藩
二
代
藩
主
津
軽
信
枚
は
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
四
月
二
十
七
日
に
、
百
沢
寺
へ
三

カ
状
の
掟
書
を
下
し
た
（「
津
軽
信
枚
掟
状
写
」
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
津
軽
家
文
書
）。
第

一
条
で
は
、
虚
空
蔵
堂
に
お
け
る
女
人
禁
制
と
、
結
界
の
範
囲
を
東
西
は
山
路
、
南
北
は
林
際

と
す
る
旨
を
定
め
た
。
第
二
条
で
は
、
結
界
山
中
つ
ま
り
岩
木
山
中
に
お
け
る
諸
木
の
伐
採
を

禁
じ
た
。
第
三
条
で
は
、
牛
馬
の
放
し
飼
い
の
禁
、
結
界
中
の
野
火
に
注
意
す
べ
き
こ
と
な
ど

を
定
め
た
（
同
前
）。
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（
８
）　 

笹
本
正
治『
蛇
抜
・
異
人
・
木
霊―

歴
史
災
害
と
伝
承―

』（
岩
田
書
院　

一
九
九
四
年
十
二
月
）

に
よ
る
と
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
木
は
単
な
る
植
物
と
し
て
の
み
見
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
に
神
が
宿
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
自
体
が
神
秘
的
で
侵
す
べ
き
で
な
い
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
樹
木
を
伐
っ
た
た
め
に
自
然
災
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
伝
説

も
広
く
分
布
し
、
雨
を
呼
び
風
を
呼
ぶ
の
は
竜
で
あ
り
、
大
蛇
で
あ
っ
た
。
大
蛇
は
木
に
宿
る

こ
と
が
多
く
、そ
こ
で
木
も
雨
を
呼
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

津
軽
領
古
懸
山
の
巨
木
伐
採
か
ら
生
じ
た
天
気
不
正
風
聞
と
洪
水
の
問
題
は
、
当
時
列
島
で
広

く
受
容
さ
れ
て
い
た
、
老
木
・
巨
木
・
神
木
に
対
す
る
人
々
の
畏
敬
の
念
の
表
示
と
も
受
け
止

め
ら
れ
よ
う
。

（
9
）　 

こ
こ
に
お
い
て
丹
後
者
は
記
録
に
見
え
て
も
、
岩
木
山
の
硫
黄
山
の
入
湯
者
に
関
す
る
こ
と
は

見
え
な
い
。
あ
る
い
は
前
述
の
よ
う
に
、
寛
政
八
年
、
麓
へ
湯
小
屋
を
建
設
し
て
移
転
し
た
こ

と
に
よ
り
硫
黄
山
の
件
は
、
沙
汰
止
み
に
な
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
10
）　 

こ
の
鉱
山
開
発
鉱
害
論
に
関
し
て
は
、
安
藤
清
一
『
近
世
鉱
害
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
八
年
二
月
）
第
八
章
第
二
節
を
参
考
に
し
た
。

（
11
）　 

森
山
泰
太
郎
『
砂
子
瀬
物
語
』（
津
軽
書
房　

一
九
六
八
年
三
月
）
一
三
五
～
一
三
六
頁
に
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

        　

 

ア
オ
シ
カ
（
青
鹿
）
に
山
の
神
様
が
い
る
。
そ
こ
へ
行
け
ば
帰
る
人
は
な
い
と
い
う
。
昭
和

四
年
頃
私
が
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
世
の
中
が
悪
か
っ
た
と
今
で
も
非
難
さ
れ
る
。
相
馬
村
の

人
で
青
鹿
か
ら
秋
田
へ
か
け
て
わ
ら
び
採
り
に
行
っ
た
男
で
、
そ
の
ま
ま
見
え
な
く
な
っ
た

の
が
あ
る
。

        　

 　

青
鹿
に
は
、
鬼
の
坪
と
い
っ
て
、
草
の
生
え
ぬ
き
れ
い
な
場
所
が
あ
る
。
沼
も
き
れ
い
な

水
で
、
ハ
エ
松
が
生
え
、
そ
の
下
に
万
年
草
が
生
え
て
い
る
（
下
略
）。

　
　
　

 

青
鹿
岳
に
関
し
て
は
、
青
森
県
立
郷
土
館
の
小
山
隆
秀
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
感
謝
申
し
上
げ

た
い
。

（
12
） 　 

笠
谷
和
比
古
「
徳
川
時
代
の
開
発
と
治
水
問
題
」（
伊
東
俊
太
郎
編
『
日
本
の
科
学
と
文
明
』

同
成
社　

二
〇
〇
〇
年
二
月
）
に
よ
る
と
、
徳
川
時
代
は
開
発
と
災
害
を
通
じ
て
自
然
保
護
の

重
要
性
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
。
本
稿
で
論
じ
た
、
天
気
不
正
風
説
は
、
近
世
後
期
に
入
る

と
開
発
が
深
刻
な
災
害
を
誘
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
天
か
ら
の
警
告
と
い
う
形
で
無

軌
道
な
開
発
を
未
然
に
防
ぐ
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
、
人
々
の
長
年
に
わ
た

る
経
験
則
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
自
然
保
護
の
一
つ
の
あ
り
方
と
捉
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

【
付
記
】

　

本
論
文
は
、
平
成
十
九
～
二
十
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
歴
史

資
料
に
よ
る
白
神
山
地
の
景
観
と
環
境
の
変
容
に
関
す
る
研
究
」（
代
表
・
長
谷
川
成

一
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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図２　「岩城山中嵩温泉湯元之図」の嵩湯元

図１　「岩木山中硫黄台之景」の硫黄平
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図４　白神山地と青鹿岳

図３　「岩木山図」部分
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図５　青鹿岳・小岳・大滝股沢の景観

図６　「砂子瀬・湯野沢絵図」部分図７　「津軽山沢絵図」部分

①青シカ山

②無沢大沢（滝）又沢

③金山
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Abstract：
　Early-Modern period prolonged rainfalls and other manifestations of unseasonable weather 

（referred to in contemporary accounts as “weather irregularities”） in the Tsugaru Domain oc-
casioned various rumors regarding the causes. With heavy snowfalls and severe cold, and a prin-
cipal industry of rice production, unseasonable weather was considered an ill omen in Tsugaru 
because it resulted in famines and other catastrophes. The Hirosaki Clan therefore often ex-
ercised its domain lord authority in attempts to neutralize the rumored causes of unfavorable 
weather. Typical of such rumors are references to Tango Biyori （Tango weather conditions）. 
In the first half of the 18th century, the presence in Tsugaru of people from the Tango Province 
was considered suspicious and subjected them to systematic interrogation. The relationship of 
the worship of Mt. Iwaki with talk of Tango Biyori, as well as another rumor from the first part 
of the Early-Modern period that bathers using hot springs at Mt. Iwaki’s Dake Iotai resulted in 
infelicitous weather, cannot be disregarded.
　In the second half of the 18th century, the Hirosaki Clan was troubled by bad weather pur-
portedly related to its development of mines such as those dotting the Meyanosawa Stream bor-
dering the territory of the Akita Clan. The development and operation of a lead mine along the 
Ohtakimasata Stream originating on Mt. Aoshika, deep in the Shirakami Mountains, was also 
considered a cause of seriously irregular weather until the end of the Tokugawa shogunate.
　Some of these rumors explaining unfavorable weather were based on beliefs incorporated in 
the worship of Mt. Iwaki and indicate an awareness of the dangers of disruption of the local 
natural harmony enveloping humans, flora, and fauna. As such, they should not be dismissed 
as merely groundless beliefs of the ignorant in unenlightened pre-modern times. For those of 
us now in the 21st century suffering the consequences of abnormal weather caused by global 
warming, in spite of the far-reaching developments of modern science, these historical rumors 
constitute an important warning bell.

Key word： Weather irregularities, Tango Biyori （Tango weather conditions）, Sansho Dayu 
（Sansho the Bailiff）, Dake Iotai, Mine development

Unseasonable Weather-related Rumors in the Tsugaru Domain 
during the Early-Modern Period

Seiichi HASEGAWA
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